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1. 外部火災防護対象と影響評価対象の考え方について（2／9）

ⅰ. 外部火災に対する防護対象及び影響評価対象の考え方

原子力規制委員会が定める「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備

の基準に関する規則」の第六条においては，外部からの衝撃による損傷の防止として，安全

機能を有する構築物，系統及び機器（以下「ＳＳＣ」という。）が，想定される自然現象

（地震及び津波を除く。）又は人為事象（故意によるものを除く。）に対して安全機能を損

なわないものでなければならないとされている。

したがって，「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針」

（以下「重要度分類指針」という。）において，安全機能を有するＳＳＣとして定義されて

いるクラス１，２及び３に属するＳＳＣを外部火災に対する防護対象とする。防護対象とす

るＳＳＣに対しては，外部火災発生時に安全機能に影響を与えることのないよう，消火活動

等により防護を図ることとする。

また，クラス１及びクラス２に属するＳＳＣについては，消火活動等の防護手段に期待

しない条件のもと，想定される外部火災に対する影響評価を実施し，耐性が十分でない場合

においては，対策を行うこととする。
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1. 外部火災防護対象と影響評価対象の考え方について（3／9）

ⅱ. 影響評価内容

(1) 熱影響評価

影響評価対象として選定したＳＳＣのうち，原子炉建屋内，タービン建屋内及び使用済

燃料乾式貯蔵建屋内に設置されている施設については，「原子力発電所の外部火災影響評

価ガイド」に基づき，当該建屋の外側コンクリート壁の温度評価を実施し，コンクリート

の健全性が確保されることを確認する。

また，影響評価対象として選定したＳＳＣのうち，海水ポンプ室，排気筒及びＤ／Ｇ吸

気系フィルタについては，屋外に設置されていることから，これらの施設の設置状況等を

考慮して熱影響を評価する。

(2) 二次的影響評価

外部火災の二次的影響評価として，ばい煙等により影響を受けると想定されるＳＳＣに

対して影響評価を実施する。

ばい煙等による機器への影響として，外気を直接設備内に取り込む機器，外気を取り込

む空調系統及び屋外設置機器を選定し評価する。

また，ばい煙等による中央制御室に対する居住性への影響を評価する。
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分 類  

安 全 機 能 の 重 要 度 分 類  

設 備 設 置 場 所  影 響 評 価 項 目  

建 屋 内  

設 置 ※ １  

屋 外  

設 備 等  

熱 影 響 評 価  
ば い 煙  

評 価  

定  義  機  能  構 築 物 ， 系 統 又 は 機 器  

建 屋  

外 壁 ※

１  

個 別

機 器

外気を取り

込む又は屋

外設置 

MS - 1  

1)異 常 状 態 発

生 時 に 原

子 炉 を 緊

急 に 停 止

し ，残 留 熱

を 除 去 し ，

原 子 炉 冷

却 材 圧 力

バ ウ ン ダ

リ の 過 圧

を 防 止 し ，

敷 地 周 辺

公 衆 へ の

過 度 の 放

射 線 の 影

響 を 防 止

す る 構 築

物 ，系 統 及

び 機 器  

5)炉 心 冷 却 機

能  

非 常 用 炉 心 冷 却 系  

・ 残 留 熱 除 去 系 （ 低 圧

注 水 系 ）  

－ ポ ン プ  

－ サ プ レ ッ シ ョ ン ・

プ ー ル  

・ 低 圧 炉 心 ス プ レ イ 系

－ ポ ン プ  

－ サ プ レ ッ シ ョ ン ・

プ ー ル  

・ 高 圧 炉 心 ス プ レ イ 系

－ ポ ン プ  

－ サ プ レ ッ シ ョ ン ・

プ ー ル  

・ 自 動 減 圧 系 （ 逃 が し

安 全 弁 ）  

等

○   ○    

6)放 射 性 物 質

の 閉 じ 込 め

機 能 ， 放 射

線 の 遮 蔽 及

び 放 出 低 減

機 能  

格 納 容 器  

・ 格 納 容 器 本 体  

・ 貫 通 部  

等

○   ○    

格 納 容 器 隔 離 弁  ○   ○    

格 納 容 器 ス プ レ イ 冷 却 系

・ ポ ン プ  

・ 熱 交 換 器  

・ サ プ レ ッ シ ョ ン ・ プ

ー ル  

等  

○   ○    

原 子 炉 建 屋  ○   ○    

非 常 用 ガ ス 再 循 環 系  

・ 排 風 機  

等  

○   ○    

非 常 用 ガ ス 処 理 系  

・ 排 風 機  

等  
○   ○    

非 常 用 ガ ス 処 理 系  

・ 排 気 筒 （ 非 常 用 ガ ス

処 理 系 排 気 管 の 支 持

機 能 ）  

（ 直 接 関 連 系 ）  

 
○  

(屋 外 )  
 ○   

可 燃 性 ガ ス 濃 度 制 御 系  ○   ○    

2)安 全 上 必 須

な そ の 他

の 構 築 物 ，

系 統 及 び

機 器   

1)工 学 的 安 全

施 設 及 び 原

子 炉 停 止 系

の 作 動 信 号

の 発 生 機 能  

安 全 保 護 系  ○   ○    

2)安 全 上 特 に

重 要 な 関 連

機 能  

非 常 用 所 内 電 源 系 （ MS- 1

関 連 の も の ）  

・ デ ィ ー ゼ ル 機 関  

・ 発 電 機  

等

○  ※ ２  ○  

○  

（ ﾃﾞ ｨ ｰ ｾﾞ

ﾙ発 電 機

吸 気 系 ﾌｨ

ﾙﾀ）

○  

・ 非 常 用 デ ィ ー ゼ ル 発

電 機 燃 料 移 送 系  

・ 軽 油 貯 蔵 タ ン ク  

 
○  

(屋 外 )
 ※ ３  

 
※１：原子炉建屋，タービン建屋又は使用済燃料乾式貯蔵建屋
※２：ディーゼル発電機機関のうち，ディーゼル発電機吸気系フィルタ等は屋外設備となるため，個別機器の熱影響評価を実施する。
※３：非常用ディーゼル発電機の燃料である軽油貯蔵タンクは，地下化することから外部火災の熱影響は受けないため，影響評価対象外とする。

分 類  

安 全 機 能 の 重 要 度 分 類  

設 備 設 置 場 所  影 響 評 価 項 目  

建 屋 内

設 置 ※ １

屋 外

設 備 等

熱 影 響 評 価  
ば い 煙  

評 価  

定  義  機  能  構 築 物 ， 系 統 又 は 機 器  
建 屋  

外 壁 ※ １

個 別

機 器

外気を取り

込む又は屋

外設置 

PS - 1  

そ の 損 傷 又 は

故 障 に よ り 発

生 す る 事 象 に

よ っ て ，  

(a ) 炉 心 の 著

し い 損 傷

又 は  

(b ) 燃 料 の 大

量 の 破 損

を 引 き 起 こ す

お そ れ の あ る

構 築 物 ， 系 統

及 び 機 器  

1)原 子 炉 冷 却

材 圧 力 バ ウ

ン ダ リ 機 能  

原 子 炉 冷 却 材 圧 力 バ ウ ン

ダ リ を 構 成 す る 機 器 ・ 配

管 系 （ 計 装 等 の 小 口 径 配

管 ・ 機 器 は 除 く 。）  

・ 原 子 炉 圧 力 容 器  

・ 原 子 炉 再 循 環 ポ ン プ

・ 配 管 ・ 弁  

・ 隔 離 弁  

等

○   ○    

2)過 剰 反 応 度

の 印 加 防 止

機 能  

制 御 棒 カ ッ プ リ ン グ  

・ 制 御 棒 駆 動 機 構 カ ッ

プ リ ン グ  

等

○   ○    

3)炉 心 形 状 の

維 持 機 能  

炉 心 支 持 構 造 物  

・ シ ュ ラ ウ ド  

・ シ ュ ラ ウ ド サ ポ ー ト

・ 上 部 格 子 板  

・ 炉 心 支 持 板  

・ 制 御 棒 案 内 管  

等

○   ○    

燃 料 集 合 体 （ た だ し ， 燃

料 を 除 く 。）  

・ 上 部 タ イ プ レ ー ト  

・ 下 部 タ イ プ レ ー ト  

等

○   ○    

MS - 1  

1)異 常 状 態 発

生 時 に 原

子 炉 を 緊

急 に 停 止

し ，残 留 熱

を 除 去 し ，

原 子 炉 冷

却 材 圧 力

バ ウ ン ダ

リ の 過 圧

を 防 止 し ，

敷 地 周 辺

公 衆 へ の

過 度 の 放

射 線 の 影

響 を 防 止

す る 構 築

物 ，系 統 及

び 機 器  

1)原 子 炉 の 緊

急 停 止 機 能  

原 子 炉 停 止 系 の 制 御 棒 に

よ る 系 （ 制 御 棒 及 び 制 御

棒 駆 動 系 （ ス ク ラ ム 機

能 ））  

・ 制 御 棒  

・ 制 御 棒 案 内 管  

・ 制 御 棒 駆 動 機 構  

等

○   ○    

2)未 臨 界 維 持

機 能  

原 子 炉 停 止 系 （ 制 御 棒 に

よ る 系 ．ほ う 酸 水 注 入 系 ）

・ 制 御 棒  

・ 制 御 棒 駆 動 機 構 カ ッ

プ リ ン グ  

・ ほ う 酸 水 注 入 系  

－ ほ う 酸 水 注 入 ポ ン

プ  

－ ほ う 酸 水 貯 蔵 タ ン

ク  

等

○   ○    

3)原 子 炉 冷 却

材 圧 力 バ ウ

ン ダ リ の 過

圧 防 止 機 能  

逃 が し 安 全 弁 （ 安 全 弁 と

し て の 開 機 能 ）  
○   ○    

 

残 留 熱 を 除 去 す る 系 統

・ 残 留 熱 除 去 系 （ 原 子

炉 停 止 時 冷 却 モ ー ド ）  

－ ポ ン プ  

－ 熱 交 換 器  

・ 原 子 炉 隔 離 時 冷 却 系

－ ポ ン プ  

－ サ プ レ ッ シ ョ ン ・ プ

ー ル  

・ 高 圧 炉 心 ス プ レ イ 系

－ ポ ン プ  

－ サ プ レ ッ シ ョ ン ・ プ

ー ル  

・ 逃 が し 安 全 弁 （ 手 動

逃 が し 機 能 ）  

・ 自 動 減 圧 系 （ 手 動 逃

が し 機 能 ）  

－ 駆 動 用 窒 素 源  

（ 直 接 関 連 系 ）  

等

○   ○    

※１：原子炉建屋，タービン建屋又は使用済燃料乾式貯蔵建屋

影響評価対象の選定（クラス１，２）（1／4）影響評価対象の選定（クラス１，２）（2／4）

1. 外部火災防護対象と影響評価対象の考え方について（4／9）
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分 類  

安 全 機 能 の 重 要 度 分 類  

設 備 設 置 場 所  影 響 評 価 項 目  

建 屋 内

設 置 ※ １

屋 外

設 備 等

熱 影 響 評 価  
ば い 煙  

評 価  

定  義  機  能  構 築 物 ， 系 統 又 は 機 器
建 屋  

外 壁 ※ １

個 別

機 器

外気を取り

込む又は屋

外設置 

MS -1  

2)安 全 上 必 須

な そ の 他

の 構 築 物 ，

系 統 及 び

機 器  

2) 安 全 上 特 に

重 要 な 関 連

機 能  

制 御 室 及 び そ の 遮 蔽 ・ 非

常 用 換 気 空 調 系（ MS-1 関

連 の も の ）  

・ 中 央 制 御 室 及 び 中 央

制 御 室 遮 蔽  

・ 中 央 制 御 室 換 気 空 調

系  

－ 非 常 用 再 循 環 送 風

機  

－ 非 常 用 再 循 環 フ ィ

ル タ 装 置  

等

○   ○   ○  

非 常 用 補 機 冷 却 水 系（ MS-

1 関 連 の も の ）  

・ 残 留 熱 除 去 系 海 水 系

－ ポ ン プ  

・ 非 常 用 デ ィ ー ゼ ル 発

電 機 海 水 系  

－ ポ ン プ  

・ 高 圧 炉 心 ス プ レ イ 系

デ ィ ー ゼ ル 発 電 機 海

水 系  

－ ポ ン プ  

等

 

○  

(海 水 ポ

ン プ 室 )

 ○  ○  

直 流 電 源 系（ MS- 1 関 連 の

も の ）  

・ 蓄 電 池  

等

○   ○    

PS -2  

1)そ の 損 傷 又

は 故 障 に

よ り 発 生

す る 事 象

に よ っ て ，

炉 心 の 著

し い 損 傷

又 は 燃 料

の 大 量 の

破 損 を 直

ち に 引 き

起 こ す お

そ れ は な

い が ，敷 地

外 へ の 過

度 の 放 射

性 物 質 の

放 出 の お

そ れ の あ

る 構 築 物 ，

系 統 及 び

機 器  

1) 原 子 炉 冷 却

材 を 内 蔵 す

る 機 能 （ た

だ し ， 原 子

炉 冷 却 材 圧

力 バ ウ ン ダ

リ か ら 除 却

さ れ て い る

計 装 等 の 小

口 径 の も の

及 び バ ウ ン

ダ リ に 直 接

接 続 さ れ て

い な い も の

は 除 く 。）  

主 蒸 気 系 （ 格 納 容 器 隔 離

弁 の 外 側 の み ）  
○   ○    

原 子 炉 冷 却 材 浄 化 系 （ 格

納 容 器 隔 離 弁 の 外 側 の

み ）  

○   ○    

2) 原 子 炉 冷 却

材 圧 力 バ ウ

ン ダ リ に 直

接 接 続 さ れ

て い な い も

の で あ っ

て ， 放 射 性

物 質 を 貯 蔵

す る 機 能  

放 射 性 廃 棄 物 処 理 施 設

（ 放 射 能 イ ン ベ ン ト リ の

大 き い も の ）  

○   ○    

使 用 済 燃 料 プ ー ル （ 使 用

済 燃 料 貯 蔵 ラ ッ ク を 含

む 。）  

○   ○    

使 用 済 燃 料 乾 式 貯 蔵 容 器 ○   ○    

3) 燃 料 を 安 全

に 取 り 扱 う

機 能  

燃 料 取 扱 設 備  

・ 燃 料 交 換 機  

・ 原 子 炉 建 屋 ク レ ー ン

等

○   ○    

2)通 常 運 転 時

及 び 運 転

時 の 異 常

な 過 渡 変

化 時 に 作

動 を 要 求

さ れ る も

の で あ っ

て ，そ の 故

障 に よ り

炉 心 冷 却

が 損 な わ

れ る 可 能

性 の 高 い

構 築 物 ，系

統 及 び 機

器  

1) 安 全 弁 及 び

逃 が し 弁 の

吹 き 止 ま り

機 能  

逃 が し 安 全 弁 （ 吹 き 止 ま

り 機 能 に 関 連 す る 部 分 ）
○   ○    

 

分 類  

安 全 機 能 の 重 要 度 分 類  

設 備 設 置 場 所  影 響 評 価 項 目  

建 屋 内  

設 置 ※ １  

屋 外  

設 備 等  

熱 影 響 評 価  
ば い 煙  

評 価  

定  義  機  能  構 築 物 ， 系 統 又 は 機 器  
建 屋  

外 壁 ※ １

個 別

機 器

外気を取り

込む又は屋

外設置 

MS -2  

1)PS -2 の 構

築 物 ， 系 統

及 び 機 器 の

損 傷 又 は 故

障 に よ り 敷

地 周 辺 公 衆

に 与 え る 放

射 線 の 影 響

を 十 分 小 さ

く す る よ う

に す る 構 築

物 ， 系 統 及

び 機 器  

1) 燃 料 プ ー ル

水 の 補 給 機

能  

非 常 用 補 給 水 系  

・ 残 留 熱 除 去 系  

－ ポ ン プ  

－ サ プ レ ッ シ ョ ン ・  

プ ー ル  

等  

○   ○    

2) 放 射 性 物 質

放 出 の 防 止

機 能  

放 射 性 気 体 廃 棄 物 処 理 系

の 隔 離 弁  
○   ○    

排 気 筒 （ 非 常 用 ガ ス 処 理

系 排 気 管 の 支 持 機 能 以

外 ）  

 
○  

(屋 外 ) 
 ○   

燃 料 集 合 体 落 下 事 故 時 放

射 能 放 出 を 低 減 す る 系  

・ 原 子 炉 建 屋  

・ 非 常 用 ガ ス 再 循 環 系

及 び 非 常 用 ガ ス 処 理

系  

○   ○    

2)異 常 状 態 へ

の 対 応 上

特 に 重 要

な 構 築 物 ，

系 統 及 び

機 器  

1) 事 故 時 の プ

ラ ン ト 状 態

の 把 握 機 能  

事 故 時 監 視 計 器 の 一 部  ○   ○    

2) 制 御 室 外 か

ら の 安 全 停

止 機 能  

制 御 室 外 原 子 炉 停 止 装 置

（ 安 全 停 止 に 関 連 す る も

の ）  

○   ○    

 

※１：原子炉建屋，タービン建屋又は使用済燃料乾式貯蔵建屋

※１：原子炉建屋，タービン建屋又は使用済燃料乾式貯蔵建屋

影響評価対象の選定（クラス１，２）（3／4）影響評価対象の選定（クラス１，２）（4／4）

1. 外部火災防護対象と影響評価対象の考え方について（5／9）
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第 1 図 外部火災に対する影響評価対象施設配置図

1. 外部火災防護対象と影響評価対象の考え方について（6／9）
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(3) 軽油貯蔵タンク及び重油タンクの地下化について

軽油貯蔵タンク及び重油タンクは「危険物の規則に関する政令」第十三条第1項，第二十条第3項及び「危険物の規制
に関する規則」第三十五条第1項第1号に適合する地下タンク貯蔵所のため，地表面で火災が発生する可能性は低い。

また，タンク地上部のマンホールも含め，地上で発生する火炎からの輻射熱の影響を受けない構造とする。
以上から，軽油貯蔵タンク及び重油タンクは，外部火災の火災源の対象から除外する。
「危険物の規則に関する政令」及び「危険物の規制に関する規則」の抜粋を以下に示す。

「危険物の規則に関する政令」【一部抜粋】

（地下タンク貯蔵所の基準） 

第十三条 地下タンク貯蔵所（次項及び第三項に定めるものを除く。）の位置，構造及び設備の技術上の基準

は，次のとおりとする。 

一 危険物を貯蔵し，又は取り扱う地下タンク（以下この条，第十七条及び第二十六条において「地下貯蔵タン

ク」という。）は，地盤面下に設けられたタンク室に設置すること。 

 

－略－ 

 

（消火設備の基準） 

第二十条 消火設備の技術上の基準は，次のとおりとする。 

三 前二号の総務省令で定める製造所等以外の製造所等にあっては、総務省令で定めるところにより、別表第五

に掲げる対象物について同表においてその消火に適応するものとされる消火設備のうち、第五種の消火設備を

設置すること。  

 

－略－ 

 

「危険物の規制に関する規則」【一部抜粋】

 

（その他の製造所等の消火設備） 

第三十五条 令第二十条第一項第三号の規定により，第三十三条第一項及び前条第一項に掲げるも

の以外の製造所等の消火設備の設置の基準は，次のとおりとする。 

一 地下タンク貯蔵所にあっては，第五種の消火設備を二個以上設けること。 

 

－略－ 

第1図 軽油貯蔵タンクの地下化イメージ

第2図 重油タンクの地下化イメージ

1. 外部火災防護対象と影響評価対象の考え方について（7／9）
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1. 外部火災防護対象と影響評価対象の考え方について（8／9）

ⅲ. クラス３に属するＳＳＣについて

クラス３に属するＳＳＣのうち，原子炉建屋，タービン建屋及び使用済燃料乾式貯蔵建屋

に設置されているＳＳＣについては，各建屋により防護される。

それ以外のＳＳＣについては，外部火災発生時に安全機能が影響を受けることのないよう，

防火帯幅の確保及び消火活動の実施による防護並びに代替施設による安全機能の維持を図る

こととする。

ⅳ. 重大事故等対処設備について

防護対象として選定したＳＳＣを外部火災から防護することにより，外部火災によって重

大事故等の発生に至ることはない。

また，重大事故等対処設備は，防火帯幅の確保及び建屋外壁等により防護する。
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クラス３に属するＳＳＣの外部火災発生時の防護について（1／2）

【外部火災発生時の防護方法】
①：原子炉建屋，タービン建屋及び使用済燃料乾式貯蔵建屋の外壁により防護
②：防火帯幅の確保により防護
③：消火活動により防護
④：代替設備により安全機能を維持

分 類  

安 全 機 能 の 重 要 度 分 類  
設 置 場 所  外 部 火 災 発 生 時 の  

防 護  建 屋 内 設 備  

屋 外
定  義  機  能  

構 築 物 ， 系 統 又 は 機

器  

原 子 炉 建

屋 等 ※ １

個 別  

建 屋  
 

PS - 3  

1) 異 常 状 態 の

起 因 事 象 と

な る も の で

あ っ て ，P S - 1

及 び PS - 2 以

外 の 構 築 物 ，

系 統 及 び 機

器  

1) 原 子 炉 冷 却

材 保 持 機 能

（ PS - 1，P S -

2 以 外 の も

の ）  

原 子 炉 冷 却 材 圧 力 バ ウ

ン ダ リ か ら 除 外 さ れ る

計 装 等 の 小 口 径 配 管 ，弁

・ 計 装 配 管  

・ 試 料 採 取 系 配 管  

等

○    ① ， ②  

2) 原 子 炉 冷 却

材 の 循 環 機

能  

原 子 炉 再 循 環 系  ○    ① ， ②  

3) 放 射 性 物 質

の 貯 蔵 機 能  

復 水 貯 蔵 タ ン ク    ○  ② ， ③  

放 射 性 廃 棄 物 処 理 施 設

（ 放 射 能 イ ン ベ ン ト リ

の 小 さ い も の ）  

・ 液 体 廃 棄 物 処 理 系

・ 固 体 廃 棄 物 処 理 系

○  ○   

【 原 子 炉 建 屋 等 】  

① ， ②  

【 個 別 建 屋 】  

② ， ③  

新 燃 料 貯 蔵 庫  ○    ① ， ②  

4) 電 源 供 給 機

能 ( 非 常 用

を 除 く )  

タ ー ビ ン ，発 電 機 及 び そ

の 励 磁 装 置  
○    ① ， ②  

復 水 系 （ 復 水 器 を 含 む ） ○    ① ， ②  

給 水 系  ○    ① ， ②  

循 環 水 系  ○   ○  

【 タ ー ビ ン 建 屋 】  

① ， ②  

【 屋 外 】  

② ， ③  

送 電 線    ○  ② ， ③  

変 圧 器    ○  ② ， ③  

開 閉 所   ○  ○  ② ， ③  

5) プ ラ ン ト 計

測 ・ 制 御 機

能 （ 安 全 保

護 機 能 を 除

く ）  

原 子 炉 制 御 系  ○    ① ， ②  

運 転 監 視 補 助 装 置（ 制 御

棒 価 値 ミ ニ マ イ ザ ）  
○    ① ， ②  

原 子 炉 核 計 装 の 一 部  ○    ① ， ②  

原 子 炉 プ ラ ン ト プ ロ セ

ス 計 装 の 一 部  
○    ① ， ②  

6) プ ラ ン ト 運

転 補 助 機 能  

補 助 ボ イ ラ 設 備  ○  ○  〇  

【 原 子 炉 建 屋 等 】  

① ， ②  

【 そ の 他 】  

② ， ③  

計 装 用 圧 縮 空 気 系  ○  ○  ○  

【 原 子 炉 建 屋 等 】  

① ， ②  

【 そ の 他 】  

② ， ③  

2) 原 子 炉 冷 却

材 中 放 射 性
物 質 濃 度 を

通 常 運 転 に

支 障 の な い

程 度 に 低 く

抑 え る 構 築

物 ，系 統 及 び

機 器  

1) 核 分 裂 生 成

物 の 原 子 炉

冷 却 材 中 の

拡 散 防 止 機

能  

燃 料 被 覆 管  ○    ① ， ②  

2) 原 子 炉 冷 却

材 の 浄 化 機

能  

原 子 炉 冷 却 材 浄 化 系  ○    ① ， ②  

復 水 浄 化 系  ○    ① ， ②  

 
※１：原子炉建屋，タービン建屋又は使用済燃料乾式貯蔵建屋

クラス３に属するＳＳＣの外部火災発生時の防護について（2／2）

分 類

安 全 機 能 の 重 要 度 分 類  
設 置 場 所  

外 部 火 災 発 生 時 の  

防 護  

建 屋 内 設 備  

屋 外

 

定  義  機  能  
構 築 物 ， 系 統 又 は 機

器  

原 子 炉 建

屋 等 ※ １

個 別  

建 屋  
 

M S -3

1 ) 運 転 時 の 異

常 な 過 渡 変

化 が あ っ て

も MS - 1， MS -

2 と あ い ま っ

て ，事 象 を 緩

和 す る 構 築

物 ，系 統 及 び

機 器  

1 ) 原 子 炉 圧 力

上 昇 の 緩 和

機 能  

逃 が し 安 全 弁（ 逃 が し 弁

機 能 ）  
○    ① ， ②  

タ ー ビ ン バ イ パ ス 弁  ○    ① ， ②  

2 ) 出 力 上 昇 の

抑 制 機 能  

原 子 炉 冷 却 材 再 循 環 系

（ 再 循 環 ポ ン プ ト リ ッ

プ 機 能 ）  

○    ① ， ②  

制 御 棒 引 抜 監 視 装 置  ○    ① ， ②  

3 ) 原 子 炉 冷 却

材 の 補 給 機

能  

制 御 棒 駆 動 水 圧 系  ○    ① ， ②  

原 子 炉 隔 離 時 冷 却 系  ○    ① ， ②  

2 ) 異 常 状 態 へ

の 対 応 上 必

要 な 構 築 物 ，

系 統 及 び 機

器  

1 ) 緊 急 時 対 策

上 重 要 な も

の 及 び 異 常

状 態 の 把 握

機 能  

緊 急 時 対 策 所   ○   ② ， ③  

試 料 採 取 系  ○    ① ， ②  

通 信 連 絡 設 備  ○  ○  ○  

【 原 子 炉 建 屋 等 】  

① ， ②  

【 そ の 他 】  

② ， ③ ， ④  

放 射 能 監 視 設 備  ○  ○  ○  

【 原 子 炉 建 屋 等 】  

① ， ②  

【 そ の 他 】  

② ， ③ ， ④  

事 故 時 監 視 計 器 の 一 部  ○  ○  ○  

【 原 子 炉 建 屋 等 】  

① ， ②  

【 そ の 他 】  

② ， ③  

消 火 系  ○  ○  ○  

【 原 子 炉 建 屋 等 】  

① ， ②  

【 そ の 他 】  

② ， ③ ， ④  

安 全 避 難 通 路  ○  ○   

【 原 子 炉 建 屋 等 】  

① ， ②  

【 そ の 他 】  

② ， ③  

非 常 用 照 明  ○  ○  ○  

【 原 子 炉 建 屋 等 】  

① ， ②  

【 そ の 他 】  

② ， ③  

 
※１：原子炉建屋，タービン建屋又は使用済燃料乾式貯蔵建屋

1. 外部火災防護対象と影響評価対象の考え方について（9／9）
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3. 石油コンビナート等の火災・爆発について（1／10）

目 次

ⅰ. 目的
ⅱ. 危険物貯蔵施設等の抽出の考え方
ⅲ. 石油コンビナート等に対する評価
ⅳ. 石油コンビナート以外の危険物貯蔵施設に対する火災影響評価
ⅴ. 石油コンビナート以外の危険物貯蔵施設に対する爆発影響評価
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3. 石油コンビナート等の火災・爆発について（2／10）

ⅰ. 目的
発電所敷地外で発生する石油コンビナート等の火災やガス爆発により，安全機能を有する

構築物，系統及び機器を内包する原子炉施設に影響を及ぼさないことについて，「原子力発
電所の外部火災影響評価ガイド 附属書Ｂ 石油コンビナート等火災・爆発の原子力発電所へ
の影響評価について」（以下「評価ガイド」という。）に基づき，評価を実施する。

ⅱ. 危険物貯蔵施設等の抽出の考え方
発電所周辺10km以内の石油コンビナートの有無を確認した。また，石油コンビナート以外

の危険物貯蔵施設及び高圧ガス貯蔵施設については，周辺自治体に資料開示請求を行い，必
要に応じてこれらの施設を有する事業者への聞き取り調査を行い確認し，ガスパイプライン
については周辺事業者への聞き取り調査を行い確認した。



14

石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令【別表抜粋】

十三 鹿島臨海地区 

イ 茨城県鹿嶋市大字国末字北浜山，字南浜山及び字海岸砂地，大字泉
川字北浜山，字南浜山，字浜屋敷及び字沢東，大字新浜並びに大字
粟生字海岸の区域 同市大字光字光並びに大字粟生字東山及び字浜
の区域のうち主務大臣の定める区域 これらの区域に介在する道路
の区域 

ロ 茨城県神栖市光，居切字海岸砂地並びに深芝字海辺，字藤豊及び字
原芝の区域 同市北浜，奥野谷字浜野及び字東和田，東和田並びに
東深芝の区域のうち主務大臣の定める区域 

第3.1図 鹿島臨海地区と発電所の位置関係

3. 石油コンビナート等の火災・爆発について（3／10）

ⅲ. 石油コンビナート等に対する評価
(1) 評価対象範囲

評価対象は，発電所敷地外の半径10km圏内に存在する石油コンビナート等とする。
茨城県内において石油コンビナート等災害防止法により石油コンビナート等特別防災区域

に指定されているのは以下の区域である。

(2) 評価結果
第3.2-1図に示すとおり，茨城県内において石油コンビナート等災害防止法により石油コ

ンビナート等特別防災区域に指定されている鹿島臨海地区は東海第二発電所から約50km離れ
ており，評価対象範囲の10km以上離れていることから，評価対象となる石油コンビナートは
存在しないことを確認した。
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3. 石油コンビナート等の火災・爆発について（4／10）

ⅳ. 石油コンビナート以外の危険物貯蔵施設に対する評価
(1) 危険物貯蔵施設の火災影響

発電所から10km以内に位置する危険物貯蔵施設のうち，影響評価対象施設に火災影響を
及ぼすおそれのある施設を抽出した。

(2) 抽出方法
ⅰ) 発電所敷地外半径10km以内に石油コンビナートはないことを確認したため，半径10km

以内に存在する危険物貯蔵施設の貯蔵容量は最大でも石油コンビナート相当の10万kL※
１となる。

ⅱ) 最も輻射発散度が高いn-ヘキサン※２が10万kL貯蔵された危険物貯蔵施設を想定し，そ
の危険距離が1,329m※２であることを確認

ⅲ) 発電所から1.4km以遠には，石油コンビナートが存在したとしても影響はなし
ⅳ) 発電所から1.4km以遠には発電所に影響を及ぼす危険物貯蔵施設は存在しないと判断し，

発電所から1.4km以内に存在する危険物貯蔵施設に対して影響を評価
※１：「石油コンビナート等災害防止法施行令」（昭和51年5月31日政令129号）の第2条で規定する基準総貯蔵量

※２：算出方法は別紙3.1参照

(3) 抽出結果
発電所から1.4km以内に存在する危険物貯蔵施設のうち，屋外貯蔵である

について，影響評価を実施し
た。なお， の危険物タンクは地下貯蔵であるため，評価対
象外とした。
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施設区分 No. 事業所名 油種 数量(L)
位置が1.4km以内

○：1.4km以内
×：1.4km以遠

屋外タンク貯蔵所
又は屋外貯蔵所

給油取扱所

3. 石油コンビナート等の火災・爆発について（5／10）

第3.1表 発電所周辺（東海村全域及び日立市
の一部）に存在する第四類危険物貯蔵施設

第3.2図 発電所周辺（東海村全域及び日立市の
一部）に位置する危険物貯蔵施設
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想定火災源 燃料種類
燃料量 

 
（m３） 

影響評価 
対象施設 

危険距離 
 

（m） 

離隔距離 
 

（m） 

   

原子炉建屋 

41 

1,100 

海水ポンプ室 1,300 

タービン建屋 1,200 

使用済燃料 
乾式貯蔵建屋 

800 

排気筒 10 1,200 

Ｄ／Ｇ 
吸気系フィルタ 

23 1,100 

 

3. 石油コンビナート等の火災・爆発について（6／10）

(4) 火災影響評価結果
危険物貯蔵施設の火災が発生しても，影響評価対象施設が許容温度となる危険距離以上

の離隔距離が確保されているため，影響評価対象施設に影響を与えることはない。

第3.2表 危険物タンク火災影響評価結果
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3. 石油コンビナート等の火災・爆発について（7／10）

ⅴ 高圧ガス貯蔵施設

東海第二発電所敷地外10km圏内に存在する高圧ガス貯蔵施設のうち，影響評価対象施設に

影響を及ぼすおそれのある施設を抽出し，ガス爆風による爆風圧及び飛来物の影響を評価し

た。

(1) 抽出方法

ⅰ) 発電所から約1,500mの位置に，10km以内（敷地内を除く）で最大の高圧ガス貯蔵施設

が稼働中であるため，この高圧ガス貯蔵施設（東京ガス（株）が所有する日立ＬＮＧ

基地のＬＮＧタンク及びＬＰＧタンク）を選定

ⅱ) 当該ＬＮＧ基地に設置されるＬＮＧタンク及びＬＰＧタンクについて危険限界距離を

算出し，この危険限界距離の範囲内に位置する高圧ガス貯蔵施設を評価対象として抽

出
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(2)  発電所から近い位置にＬＮＧ基地に対する評価

 外部火災影響評価ガイドに記載の評価式に基づき，爆風圧に対する影響評価を行い危険限

界距離※を算出

 算出した危険限界距離373mは，発電所から当該ＬＮＧ基地までの離隔距離1,500m以下であ

るため，発電所への影響なし

※：人体に対して影響を与えない爆風圧となる離隔距離

図3,3 発電所と日立LNG基地の位置関係

表3.3 爆発影響評価で想定した評価条件

3. 石油コンビナート等の火災・爆発について（8／10）
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3. 石油コンビナート等の火災・爆発について（9／10）

(3) 抽出結果
・危険限界距離は373mとなる。
・発電所から最も近い位置にある高圧ガス貯蔵施設は，発電所から900mの位置にある

であり発電所敷地
から400m以内に，高圧ガス貯蔵施設が存在しないことを確認

・これにより発電所より10km以内において，日立ＬＮＧ基地の爆発影響を超える高圧ガス貯蔵施
設はないことを確認した。

第3.4図 発電所周辺（東海村全域及び日立市の

一部）に位置する危険物貯蔵施設
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3. 石油コンビナート等の火災・爆発について（10／10）

(4) 爆発飛来物の影響評価
・「石油コンビナートの防災アセスメント指針」（平成25年3月 消防庁特殊災害室）に基づ
き，抽出した高圧ガス貯蔵施設の爆発による破片の飛散範囲を算出

・飛来物の飛散距離を算出した結果，飛散距離は離隔距離以下であることを確認した。
・また，低温貯蔵型タンクは，日立ＬＮＧ基地の大規模な低温貯蔵型タンクを想定しても，想
定飛散距離は約570mであり，発電所から最も近い位置にある高圧ガス貯蔵施設までの離隔距
離900mを下回ることから，低温貯蔵型タンク爆発による飛来物の影響はない。

表3.4 爆発飛来物の影響評価結果

施設名称 
貯蔵量 
(kg) 

飛散距離 
(m) 

離隔距離※ 
(m) 

    

    

    

    

    

    

    

    

 ※：敷地境界までの距離
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4. 燃料輸送車両の火災・爆発について（1／6）

目 次

ⅰ. 目的
ⅱ. 燃料輸送車両の火災影響評価
ⅲ. 燃料輸送車両の爆発影響評価
ⅳ. 燃料輸送車両の爆発飛来物影響評価
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4. 燃料輸送車両の火災・爆発について（2／6）

ⅰ. 目的
発電所敷地外で発生する燃料輸送車両の火災やガス爆発により，安全機能を有する構築物，

系統及び機器を内包する原子炉施設に影響を及ぼさないことについて，「原子力発電所の外
部火災影響評価ガイド 附属書Ｂ 石油コンビナート等火災・爆発の原子力発電所への影響評
価について」（以下「評価ガイド」という。）に基づき，評価を実施する。

ⅱ. 燃料輸送車両の火災影響評価
発電所敷地外の公道上での燃料輸送車両の火災を想定し，影響評価対象施設に対する影響

評価を行った。
(1) 火災の想定

燃料輸送車両の火災の想定は以下の通りとした。
・発電所敷地外近傍の公道上（国道２４５号）の影響評価対象施設に最も近い場所で発

生した燃料輸送車両の火災。
・消防法令（危険物の規則に関する政令第15条第1項三号）において，移動タンク貯蔵所

の上限量が定められており，公道を通行可能な上限量（＝30m３）のガソリンが積載さ
れた状況を想定した。
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4. 燃料輸送車両の火災・爆発について（3／6）

(2) 評価結果
発電所敷地外近傍の公道上において燃料輸送車両の火災が発生しても，影響評価対象施

設が許容温度となる危険距離以上の離隔距離が確保されているため，影響評価対象施設に
影響を与えることはない。

表4.1 火災の影響評価結果
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図4.1 火災発生場所と影響評価対象施設の位置関係

4. 燃料輸送車両の火災・爆発について（4／6）
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4. 燃料輸送車両の火災・爆発について（5／6）

ⅲ. 燃料輸送車両の爆発影響評価
発電所敷地外の公道上での燃料輸送車両の爆発を想定し，影響評価対象施設に対する影響

評価を行った。
(1) 爆発の想定

燃料輸送車両の爆発の想定は以下の通りとした。
・発電所敷地外近傍の公道上（国道２４５号）の影響評価対象施設に最も近い場所で発

生した燃料輸送車両の爆発。
・最大クラス（積載量：15.1t）の可燃性ガスが積載された状況を想定した。
・積載された可燃性ガスは液化天然ガス（ＬＮＧ）及び液化石油ガス（ＬＰＧ）を想定

した。

(2) 評価結果
発電所敷地外近傍の公道上において燃料輸送車両の爆発が発生しても，影響評価対象施

設が許容温度となる危険距離以上の離隔距離が確保されているため，影響評価対象施設に
影響を与えることはない。

表4.2 爆風圧の影響評価結果
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4. 燃料輸送車両の火災・爆発について（6／6）

ⅳ. 燃料輸送車両の爆発飛来物影響評価
発電所敷地外の公道上での燃料輸送車両の爆発を想定し，影響評価対象施設に対する影響

評価を行った。
(1) 爆発の想定

燃料輸送車両の爆発の想定は以下の通りとした。
・発電所敷地外近傍の公道上（国道２４５号）の影響評価対象施設に最も近い場所で発

生した燃料輸送車両の爆発。
・最大クラス（積載量：15.1t）の可燃性ガスが積載された状況を想定した。
・積載された可燃性ガスは液化天然ガス（ＬＮＧ）及び液化石油ガス（ＬＰＧ）を想定

した。
(2) 飛来物の最大飛散距離の簡易評価

「石油コンビナートの防災アセスメント指針」（平成25年3月 消防庁特殊災害室）に基
づきタンクの破損による破片の飛散範囲を算出した結果，算出したタンク破片の飛散距離
は1,218mとなり発電所敷地に到達することを確認したため，より現実的な飛来物形状等の
想定を踏まえた詳細評価を実施

(3) 飛来物の最大飛散距離の詳細評価
燃料輸送車両からの飛来物を想定した上での評価を実施したところ，最大飛散距離

（435m）が影響評価対象施設までの離隔距離（450m）を下回る結果となったため，影響評
価対象施設への影響はないことを確認した。
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5. 漂流船舶の火災・爆発について（1／7）

目 次

ⅰ. 目的
ⅱ. 漂流船舶の火災影響評価
ⅲ. 漂流船舶の爆発影響評価
ⅳ. 漂流船舶の爆発飛来物影響評価
ⅴ. 漂流船舶の二次的影響評価
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5. 漂流船舶の火災・爆発について（2／7）

ⅰ. 目的
発電所敷地外で発生する漂流船舶の火災やガス爆発により，安全機能を有する構築物，系

統及び機器を内包する原子炉施設に影響を及ぼさないことについて，「原子力発電所の外部
火災影響評価ガイド 附属書Ｂ 石油コンビナート等火災・爆発の原子力発電所への影響評価
について」（以下「評価ガイド」という。）に基づき，評価を実施する。

ⅱ. 漂流船舶の火災影響評価
(1) 火災の想定

・発電所から約1,500mの位置にある高圧ガス貯蔵施設に入出港する輸送船及び発電所港
湾内に定期的に入出港する定期船の火災を想定した。

・満載時及び空荷時の喫水と水深を考慮した位置から，影響評価対象施設までの離隔距
離が最も短くなる地点での火災を想定した。

・船舶の駆動燃料の火災を想定した。

(2) 評価結果
影響評価対象施設が許容温度となる危険距離を算出した結果，影響評価対象施設までの

離隔距離以下であることから，影響評価対象施設が想定した漂流船舶火災の影響は受けな
い。
また，積載が空荷状態の火災想定位置を考慮しても危険距離が離隔距離を上回ることは

ない。
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5. 漂流船舶の火災・爆発について（3／7）

(2) 評価結果
影響評価対象施設が許容温度となる危険距離を算出した結果，影響評価対象施設までの離隔

距離以下であることから，影響評価対象施設が想定した漂流船舶火災の影響は受けない。また，
積載が空荷状態の火災想定位置を考慮しても危険距離が離隔距離を上回ることはない。

表5.1 火災の影響評価結果

想定火災源 燃料種類
燃料量 
（m３） 

影響評価 
対象施設 

危険距離 
（m） 

離隔距離 
（m） 

   

原子炉建屋 

165 

1,100 

海水ポンプ室 940 

タービン建屋 1,100 

使用済燃料 
乾式貯蔵建屋 

1,300 

排気筒 87 1,100 

Ｄ／Ｇ吸気系 
フィルタ 

128 1,100 

   

原子炉建屋 

54 

300 

海水ポンプ室 70 

タービン建屋 280 

使用済燃料 
乾式貯蔵建屋 

530 

排気筒 29 250 

Ｄ／Ｇ吸気系 
フィルタ 

42 330 

 
※1： は燃料の種類が同じであることから，燃料量が多い の評価
に包絡されるため影響評価対象外とした。
※2：内航船は燃料の種類が同じであることから，燃料量が多い の評価に包絡される
ため影響評価対象外とした。
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5. 漂流船舶の火災・爆発について（4／7）

第 5.1 図 輸送船火災と影響評価対象施設の位置関係

第 5.2 図 定期船火災と影響評価対象施設の位置関係
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5. 漂流船舶の火災・爆発について（5／7）

ⅲ. 漂流船舶の爆発影響評価
(1) 爆発の想定

・発電所から約1,500mの位置にある高圧ガス貯蔵施設に入出港する輸送船の爆発を想定
した。

・満載時及び空荷時の喫水と水深を考慮した位置から，影響評価対象施設までの離隔距
離が最も短くなる地点での火災を想定した。（火災影響評価と同様の地点を想定し
た。）

・輸送中の燃料ガスの爆発を想定した。

(2) 評価結果
発電所周辺海域及び港湾内において漂流船舶の爆発が発生しても，危険限界距離以上の

離隔距離が確保されているため，影響評価対象施設に影響を与えることはない。また，
積載が空荷状態の火災想定位置を考慮しても危険距離が離隔距離を上回ることはない。

表5.2 爆風圧の影響評価結果

想定爆発源 ガス種類
容量 
（t） 

危険限界距離 
（m） 

離隔距離※ 
（m） 

  335 

1,100 以上 

  340 

  165 250 以上 
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5. 漂流船舶の火災・爆発について（6／7）

第5.3図 発電所と輸送船の位置関係

第5.4図 発電所と内航船の位置関係
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5. 漂流船舶の火災・爆発について（7／7）

ⅳ. 漂流船舶の爆発飛来物影響評価
発電所周辺を航行する船舶として，日立ＬＮＧ基地に出入りする輸送船があるが，これら

の船舶が停泊しているときに津波警報等が発表された場合には，荷役及び作業を中止した上
で，緊急退避又は係留避泊する運用としており，実際に漂流し発電所に接近する可能性は低
いことから，想定した漂流船舶の飛来物が発電所に影響を及ぼすことはない。

ⅴ. 漂流船舶の二次的影響
発電所港湾内で漂流船舶が出火し油が流出したとしても，港湾内の取水口にはカーテン

ウォールが設置されており，深層取水していることから原子炉施設（海水ポンプ）への影響
はない。
なお，発電所港湾外で船舶の油が流出した場合は，油の流出を確認し次第，速やかにオイ

ルフェンスを設置し，原子炉施設への影響がないよう対応する。
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6. 敷地内における危険物貯蔵施設等の火災・爆発について（1／15）

目 次

ⅰ. 目的
ⅱ. 火災源又は爆発源となる設備の影響評価
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6. 敷地内における危険物貯蔵施設等の火災・爆発について（2／15）

ⅰ. 目的

東海第二発電所敷地内の危険物貯蔵設備の火災・爆発が，安全機能を有する構築物，系統

及び機器を内包する原子炉施設に影響を及ぼさないことについて，「原子力発電所の外部火

災影響評価ガイド附属書Ｂ石油コンビナート火災・爆発の原子力発電所への影響評価につい

て」及び，「附属書Ｃ「原子力発電所の敷地内への航空機墜落による火災の影響評価につい

て」（共に以下「評価ガイド」という。）に基づき，評価を実施する。

ⅱ. 火災源又は爆発源となる設備の影響評価

(1) 評価対象の考え方

評価ガイドに基づき，発電所敷地内の火災源又は爆発源となる石油類等の危険物貯蔵設備

について，火災・爆発の影響評価を実施する。

第6.1図のフローに基づき評価対象を抽出した。
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6. 敷地内における危険物貯蔵施設等の火災・爆発について（3／15）

第6.1図 敷地内の火災及び爆発影響評価対象抽出フロー
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6. 敷地内における危険物貯蔵施設等の火災・爆発について（4／15）

第6.2図 火災源及び爆発源となる設備及び影響評価対象施設の位置

第6.3図 火災源となる変圧器及び影響評価対象施設の設置位置
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6. 敷地内における危険物貯蔵施設等の火災・爆発について（5／15）

第6.1表 敷地内の火災源となる設備一覧（１／２）

設備名 製造所等区分
設置
場所

品名
最大数量

（m
３
）

詳細評価要否
（○:対象,×:対象外）

第四類 第一石油類 ガソリン 0.10
×

（屋内設置 → Ａ）

第四類 第二石油類 ラッカー等 4.00
×

（屋内設置 → Ａ）

第四類 第四石油類 潤滑油 90.00
×

（屋内設置 → Ａ）

No.2 保修用油倉庫 屋内貯蔵所 屋内 第四類 第四石油類 潤滑油 100.00
×

（屋内設置 → Ａ）

保修用屋外油貯蔵所 屋外貯蔵所 屋外 第四類 第四石油類 潤滑油 80.00
×

（他評価に包絡 → Ｄ）

第四類 第一石油類 ガソリン 1.00
×

（屋内設置 → Ａ）

第四類 第二石油類 灯油 3.10
×

（屋内設置 → Ａ）

第四類 第三石油類 塗料 2.50
×

（屋内設置 → Ａ）

第四類 第四石油類 潤滑油 2.90
×

（屋内設置 → Ａ）

緊急時対策室建屋（旧緊急時対策室） 一般取扱所 屋内 第四類 第三石油類 重油 5.76
×

（屋内設置 → Ａ）

緊急時対策室建屋地下タンク
（旧緊急時対策室）

地下タンク貯蔵所 地下 第四類 第三石油類 重油 20.00
×

（地下式 → Ｂ）

絶縁油保管タンク 屋外タンク貯蔵所 屋外 第四類 第三石油類 絶縁油 200.00
×

（常時「空」→Ｃ）

第四類 第二石油類 軽油 5.97
×

（他評価に包絡 → Ｄ）

第四類 第四石油類 潤滑油 0.94
×

（他評価に包絡 → Ｄ）

緊急時安全対策用地下タンク 地下タンク貯蔵所 地下 第四類 第二石油類 軽油 90.00
×

（地下式 → Ｂ）

構内服洗濯用タンク 少量危険物貯蔵取扱所 屋外 第四類 第三石油類 重油 1.82
×

（他評価に包絡 → Ｄ）

廃棄物処理建屋廃油タンク 少量危険物貯蔵取扱所 屋内 第四類 第三石油類 廃油 1.90
×

（屋内設置 → Ａ）

雑固体減容処理設備用バーナ 少量危険物貯蔵取扱所 屋内 第四類 第二石油類 灯油 0.93
×

（屋内設置 → Ａ）

緊急用エンジン発電機燃料タンク 少量危険物貯蔵取扱所 屋外 第四類 第二石油類 軽油 0.80
×

（常時「空」→Ｃ）

緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンク 地下タンク貯蔵所 地下 第四類 第二石油類 軽油 150.00
×

（地下式 → Ｂ）

Ｔ／Ｈ消火用ディーゼルポンプ用タンク 少量危険物貯蔵取扱所 屋内 第四類 第二石油類 軽油 0.49
×

（屋内設置 → Ｂ）

少量危険物貯蔵所 No.1 少量危険物貯蔵取扱所 屋内 第四類 第三石油類 絶縁油 1.00
×

（屋内設置 → Ｂ）

少量危険物貯蔵所 No.2 少量危険物貯蔵取扱所 屋内 第四類 第三石油類 絶縁油 1.00
×

（屋内設置 → Ｂ）

少量危険物貯蔵所 No.3 少量危険物貯蔵取扱所 屋内 第四類 第三石油類 絶縁油 1.00
×

（屋内設置 → Ｂ）

危険物の類

No.1 保修用油倉庫 屋内

工事協力会油倉庫

屋内貯蔵所

常設代替高圧電源装置置場 一般取扱所 屋外

屋内貯蔵所 屋内

網掛け箇所：評価対象となる設備
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設備名 製造所等区分
設置
場所

品名
最大数量

（m
３
）

詳細評価要否
（○:対象,×:対象外）

第四類 第一石油類 ガソリン 0.90
×

（屋内設置 → Ａ）

第四類 第二石油類 軽油・灯油 2.20
×

（屋内設置 → Ａ）

第四類 第三石油類 重油 18.20
×

（屋内設置 → Ａ）

第四類 第四石油類 潤滑油 21.00
×

（屋内設置 → Ａ）

第四類 アルコール類 アルコール類 0.20
×

（屋内設置 → Ａ）

重油貯蔵タンク 地下タンク貯蔵所 地下 第四類 第三石油類 重油 500.00
×

（地下式 → Ｂ）

非常用ディーゼル発電機用タンク 地下タンク貯蔵所 地下 第四類 第二石油類 軽油 800.00
×

（地下式 → Ｂ）

第四類 第二石油類 軽油 33.20

第四類 第四石油類 潤滑油 16.50

第四類 第二石油類 軽油 0.36
×

（屋内設置 → Ａ）

第四類 第三石油類 重油 1.90
×

（屋内設置 → Ａ）

第四類 第四石油類 潤滑油 185.23
×

（屋内設置 → Ａ）

第四類 第四石油類 ﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙ油 7.93
×

（屋内設置 → Ａ）

サービス建屋 一般取扱所 屋内 第四類 第三石油類 重油 2.40
×

（屋内設置 → Ａ）

溶融炉灯油タンク 屋外タンク貯蔵所 屋外 第四類 第二石油類 灯油 10.00 ○

可搬型設備用軽油タンク 地下タンク貯蔵所 地下 第四類 第二石油類 軽油 210.00
×

（地下式 → Ｂ）

ディーゼル発電機用燃料タンク 少量危険物貯蔵取扱所 屋外 第四類 第二石油類 軽油 0.97
×

（他評価に包絡 → Ｅ）

危険物の類

×
（屋内設置 → Ａ）

原子炉建屋 一般取扱所 屋内

油倉庫 屋内屋内貯蔵所

タービン建屋 一般取扱所 屋内

6. 敷地内における危険物貯蔵施設等の火災・爆発について（6／15）

網掛け箇所：評価対象となる設備

第6.2表 敷地内の火災源となる設備一覧（2／2）
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6. 敷地内における危険物貯蔵施設等の火災・爆発について（7／15）

第6.4表 敷地内の爆発源となる設備一覧

網掛け箇所：評価対象となる設備

第6.3表 敷地内貯蔵設備以外の火災源又は爆発源となる設備一覧

網掛け箇所：評価対象となる設備

設備名 内容物
本数

（本）

1本当たり容量

（m
３
）

総容量

（m
３
）

詳細評価要否
（○:対象,×:対象外）

アセチレン 50 6 300

フロン 10 2 20

プロパン 10 5 50

Ｈ２,ＣＯ２ボンベ庫 水素 20 7 140
×

（屋内配置→Ａ）

水素貯槽 水素 ― ― 6.7 ○

予備ボンベ庫① 水素 40 7 280
×

（屋内配置→Ａ）

予備ボンベ庫② 水素 20 7 140
×

（屋内配置→Ａ）

所内ボイラー
プロパンボンベ庫

プロパン 4 50 200
×

（屋内配置→Ａ）

焼却炉用
プロパンボンベ庫

プロパン 5 500 2500
×

（屋内配置→Ａ）

サービス建屋
ボンベ庫

アセチレン 3 6 18
×

（屋内配置→Ａ）

アセチレン 1 6 6

ﾒﾀﾝ＋ｱﾙｺﾞﾝ 4 7 28

食堂用プロパンボンベ庫 プロパン 18 50 900
×

（屋内配置→Ａ）

協力会社ボンベ小屋
×

（屋内配置→Ａ）

廃棄物処理建屋
化学分析用ボンベ庫

×
（屋内配置→Ａ）

設備名
設置
場所

品名
最大数量

（m
３
）

詳細評価要否
（○:対象,×:対象外）

主変圧器 屋外 第四類 第三石油類 絶縁油 136.00 ○

所内変圧器 ２Ａ 屋外 第四類 第三石油類 絶縁油 21.00 ○

所内変圧器 ２Ｂ 屋外 第四類 第三石油類 絶縁油 21.00
×

（他評価に包絡 → Ｄ）

起動変圧器 ２Ａ 屋外 第四類 第三石油類 絶縁油 45.95
×

（他評価に包絡 → Ｄ）

起動変圧器 ２Ｂ 屋外 第四類 第三石油類 絶縁油 46.75 ○

予備変圧器 屋外 第四類 第三石油類 絶縁油 35.90
×

（他評価に包絡 → Ｄ）

1号エステート変圧器 屋外 第四類 第三石油類 絶縁油 1.10
×

（他評価に包絡 → Ｄ）

2号エステート変圧器 屋外 第四類 第三石油類 絶縁油 1.10
×

（他評価に包絡 → Ｄ）

６６ｋＶ非常用変電所 屋外 第四類 第三石油類 絶縁油 6.60
×

（他評価に包絡 → Ｄ）

中央制御室計器用エンジン発電機 屋外 第四類 第二石油類 軽油 0.026
×

（常時「空」 → Ｃ）

危険物の類
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6. 敷地内における危険物貯蔵施設等の火災・爆発について（8／15）

第6.5表 可搬型重大事故等対処設備及び自主設備一覧

設備名 数量 品名
燃料量[L]

（1数量あたり）
配備位置 詳細評価要否

（○:対象,×:対象外）

可搬型代替注水大型ポンプ※１※３ 7台 第四類 第二石油類 軽油
200（車 両）
900（ﾎﾟﾝﾌﾟ）

南側保管場所
西側保管場所
予備機置場

×
（他評価に包絡 →Ｄ）

可搬型代替低圧電源車※１※３ 5台 第四類 第二石油類 軽油 250
南側保管場所
西側保管場所
予備機置場

×
（他評価に包絡 →Ｄ）

タンクローリ※１※３ 5台 第四類 第二石油類 軽油
   100（車　両）
4,000（タンク）

南側保管場所
西側保管場所
予備機置場

×
（他評価に包絡 →Ｄ）

ホイールローダ※１※３ 5台 第四類 第二石油類 軽油 177
南側保管場所
西側保管場所
予備機置場

×
（他評価に包絡 →Ｄ）

窒素供給装置※１※３ 2台 第四類 第二石油類 軽油
300（車両）
380（装置）

南側保管場所
西側保管場所

×
（他評価に包絡 →Ｄ）

油圧ショベル※２ 1台 第四類 第二石油類 軽油 65 南側保管場所
×

（他評価に包絡 →Ｄ）

ブルドーザ※２ 1台 第四類 第二石油類 軽油 470 南側保管場所
×

（他評価に包絡 →Ｄ）

大型ポンプ用送水ホース運搬車※２ 10台 第四類 第二石油類 軽油 200
南側保管場所
西側保管場所
予備機置場

×
（他評価に包絡 →Ｄ）

可搬型ケーブル運搬車※２ 2台 第四類 第二石油類 軽油 100
南側保管場所
西側保管場所

×
（他評価に包絡 →Ｄ）

可搬型整流器運搬車※２ 2台 第四類 第二石油類 軽油 70
南側保管場所
西側保管場所

×
（他評価に包絡 →Ｄ）

放水砲／泡消火薬剤運搬車※２ 2台 第四類 第二石油類 軽油 300
南側保管場所
西側保管場所

×
（他評価に包絡 →Ｄ）

汚濁防止膜運搬車※２ 2台 第四類 第二石油類 軽油 300
南側保管場所
西側保管場所

×
（他評価に包絡 →Ｄ）

小型船舶運搬車※２ 2台 第四類 第二石油類 軽油 300
南側保管場所
西側保管場所

×
（他評価に包絡 →Ｄ）

可搬型代替注水中型ポンプ※２ 1台 第四類 第二石油類 軽油
200（車 両）
125（ﾎﾟﾝﾌﾟ）

西側保管場所
×

（他評価に包絡 →Ｄ）

中型ポンプ用送水ホース運搬車※２ 1台 第四類 第二石油類 軽油 130 西側保管場所
×

（他評価に包絡 →Ｄ）

消防車※２ 4台 第四類 第二石油類 軽油
200（車 両）
100（ﾎﾟﾝﾌﾟ）

南側保管場所
西側保管場所
監視所付近

×
（他評価に包絡 →Ｄ）

予備電動機運搬用トレーラー※２ 1台 第四類 第二石油類 軽油 390 西側保管場所
×

（他評価に包絡 →Ｄ）

予備電動機交換用クレーン※２ 1台 第四類 第二石油類 軽油
500（車両）
300（ｸﾚｰﾝ）

西側保管場所
×

（他評価に包絡 →Ｄ）

可搬型高圧窒素供給装置※２ 1台 第四類 第二石油類 軽油
300（車両）
350（装置）

予備機置場
×

（他評価に包絡 →Ｄ）

放射能観測車※２ 1台 第四類 第二石油類 軽油 70 予備機置場
×

（他評価に包絡 →Ｄ）
※１：可搬型重大事故等対処設備
※２：自主設備
※３：予備設備

危険物の類
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6. 敷地内における危険物貯蔵施設等の火災・爆発について（9／15）

第6.4図 可搬型重大事故等対処設備及び自主設備保管場所の設置位置
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6. 敷地内における危険物貯蔵施設等の火災・爆発について（10／15）

(2) 火災源となる設備の火災の想定は以下の通りとした。
・火災源となる設備の燃料は満載した状態を想定した。
・離隔距離は，評価上厳しくなるよう，想定した火災源となる設備位置から影響評価対象
施設までの直線距離とした。

・火災源となる設備の破損等による防油堤内の全面火災を想定した。
・気象条件は無風状態とした。
・火災は円筒火炎モデルとし，火炎の高さは燃焼半径の3倍とした。

(3) 影響評価対象施設に対する熱影響評価結果
a. 外壁に対する熱影響評価

火災が発生した時間から燃料が燃え尽きるまでの間，一定の輻射強度による入熱と対流に
よる放熱を考慮した，下記の一次元非定常熱伝導方程式の一般解の式よりコンクリート表面
の温度上昇を求め，コンクリート表面の温度が許容温度以下であるか評価した。

なお，天井スラブ及び海水ポンプ室天井は以下の理由により，外壁の評価に包絡される
ため実施しない。
・火炎長が天井スラブより短い場合，天井スラブに輻射熱を与えないことから熱影響は

ない。
・海水ポンプ室の天井（一部の側面壁含む）は鋼材，外壁はコンクリートであるが，

危険距離が長い外壁の方が評価上厳しい。
・火炎長が天井スラブより長い場合，天井スラブに輻射熱を与えるが，その輻射熱は外

壁に与える輻射熱より小さい。
・火炎からの離隔距離が等しい場合，垂直面（外壁）と水平面（天井スラブ）の形態係

数は，垂直面の方が大きいことから，天井スラブの熱影響は外壁に比べて小さい。
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6. 敷地内における危険物貯蔵施設等の火災・爆発について（11／15）

Ｔ：表面からx(m)の位置の温度(℃)
Ｔ０：初期温度(50℃)※１

ａ：熱伝達率(17W／m２／K)※２

κ：コンクリート温度伝導率(=λ／ρＣｐ)(7.7E－０７m２／s)
ρ：コンクリート密度(2,400kg／m３)
Ｃp：コンクリート比熱(880J／kg／K)
λ：コンクリート熱伝導率(1.63W／m／K)
Ｅ：輻射強度(W／m２)
ｔ：燃焼継続時間(11,008s)
x：コンクリート壁表面深さ(0m)

※１：水戸地方気象台で観測された過去10年間の最高気温に保守性を持たせた値
※２：空気調和･衛生工学便覧（外表面の熱伝達率は，受熱面の形状や周囲の環境条件を受け変化するが，一般的な値として垂直

外壁面，屋根面及び上げ裏面の夏季，冬季の値が示されている。評価上放熱が少ない方が保守的であることから，これらの
うち最も小さい値である17W／m２Kを用いる。）

Ｔ=Ｔ０+  Ｅ
ａ
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6. 敷地内における危険物貯蔵施設等の火災・爆発について（12／15）

第6.6表 外壁に対する火災の影響評価結果

 
想定火災源 影響評価対象施設

評価温度 
（℃） 

許容温度 
（℃） 

溶融炉灯油タンク 

原子炉建屋 60 

＜200 

海水ポンプ室 51 

タービン建屋 

54 

主変圧器 171 

所内変圧器２Ａ 187 

起動変圧器２Ｂ 182 

 

コンクリート表面の温度上昇を評価した結果，許容温度200℃以下であることを確認した。

第6.5図 排気筒の評価概念図
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6. 敷地内における危険物貯蔵施設等の火災・爆発について（13／15）

b. 排気筒に対する熱影響評価

排気筒の評価に当たっては，保守性を考慮して，筒身よりも離隔距離の短くなる鉄塔に

ついて評価した。

一定の輻射強度で排気筒鉄塔が昇温されるものとして，輻射による入熱量と対流による

放熱量が釣り合うことを表した下記の温度評価式により排気筒鉄塔表面の温度上昇を求め，

表面温度が許容温度以下であるか評価した。

なお，評価に当たって排気筒は鉄塔と筒身で構成されているが，筒身よりも鉄塔が火災

源との距離が近いこと，材質も鉄塔はSS400，STK400，筒身ではSS400であり，物性値が鉄

塔，筒身ともに軟鋼で同一であることから，鉄塔の評価を実施することで筒身の評価は包

絡される。

Ｔ：許容温度(325℃),Ｔ０：周囲温度(50℃)※１

Ｅ：輻射強度(W／m２)，ｈ：熱伝達率(17W／m２／K)※２

※１：水戸地方気象台で観測された過去10年間の最高気温に保守性を持たせた値
※２：空気調和･衛生工学便覧（外表面の熱伝達率は，受熱面の形状や周囲の環境条件を受け変化するが，一般的な値として垂直

外壁面，屋根面及び上げ裏面の夏季，冬季の値が示されている。評価上放熱が少ない方が保守的であることから，これらの
うち最も小さい値である17W／m２Kを用いる。）

Ｔ＝
Ｅ

2ｈ
＋Ｔ

０
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6. 敷地内における危険物貯蔵施設等の火災・爆発について（14／15）

第6.6図 排気筒の評価概念図

第6.7表 外壁に対する火災の影響評価結果

影響評価対象施設 
評価温度 
（℃） 

許容温度 
（℃） 

排気筒 90 ＜325 

 

排気筒表面の温度上昇を評価した結果，許容温度325℃以下であることを確認した。
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6. 敷地内における危険物貯蔵施設等の火災・爆発について（15／15）

第6.8表 爆発源となる設備と影響評価対象施設までの離隔距離

影響評価対象施設 
危険限界距離 

（m） 
離隔距離※

（m） 

タービン建屋 7 35 

 
※：影響評価対象施設のなかで水素貯槽から最も離隔距離が短いタービン建屋までの距離

(4) 影響評価対象施設に対する爆発影響評価
a. 想定条件

・爆発源となる水素貯槽の燃料は満載した状態を想定した。
・離隔距離は，評価上厳しくなるよう，想定した爆発源となる設備位置から影響評価

対象施設までの直線距離とした。
b. 危険限界距離の算出

評価ガイドに基づき，下式より危険限界距離を算出した。

X:危険限界距離(m)，K：石油類の定数(-)，W：設備定数(-)

c. 爆発影響評価結果
危険限界距離が離隔距離以下であることを確認した。

X=0.04×14.4 (K×1,000×W)3  
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ⅰ．目 的

本評価は，東海第二発電所の発電所敷地への航空機の墜落で発生する火災が，安全機能を有

する構築物，系統及び機器を内包する原子炉施設に影響を及ぼさないことについて，「附属書

Ｃ 原子力発電所の敷地内への航空機墜落による火災の影響評価について」に基づき，評価を

実施するものである。

ⅱ．火災の影響について

航空機墜落による火災の想定は以下のとおりとした。

(1) 航空機は，当該発電所における航空機落下確率評価の対象航空機のうち燃料積載量が最大

の機種とする。

(2) 航空機は，燃料を満載した状態を想定する。

(3) 航空機の落下は発電所敷地内であって落下確率が10－７（回／炉・年）以上になる範囲の

うち原子炉施設への影響が最も厳しくなる地点で起こることを想定する。

(4) 航空機の墜落によって燃料に着火し，火災が起こることを想定する。

(5) 気象条件は無風状態とする。

(6) 火災は円筒火災をモデル化とし，火災の高さは燃焼半径の3倍とする。

(7) 輻射強度の算出としては，油火災において任意の位置にある輻射強度（熱）を計算により

求めるには，半径が1.5m以上の場合で火災の高さ（輻射体）を半径の3倍にした円筒火災モ

デルを採用する。

7. 原子力発電所の敷地内への航空機墜落による火災について（2／24）
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7. 原子力発電所の敷地内への航空機墜落による火災について（3／24）

ⅲ． 落下事故のカテゴリと対象航空機について

(1) 落下事故のカテゴリ

航空機落下確率評価では，評価条件の違いに応じたカテゴリに分けて落下確率を算出。

また，機種によって装備，飛行形態等が同一でないため，落下事故件数及び火災影響の

大きさに差がある。

したがって，これらを考慮して，下表に示すカテゴリ毎に航空機墜落による火災の影響

評価を実施する。

落下事故のカテゴリ

1) 計器飛行方式民間航空機
① 飛行場での離着陸時

② 航空路を巡航中

2) 有視界飛行方式民間航空
機

③ 大型機（大型固定翼機及び大型回転翼機）

④ 小型機（小型固定翼機及び小型回転翼機）

3) 自衛隊機又は米軍機

⑤ 訓練空域内で訓練中
及び訓練空域外を飛行中

⑤－1 空中給油機等，高高度での巡
航が想定される大型固定翼機

⑤－2 その他の大型固定翼機，小型
固定翼機及び回転翼機

⑥ 基地－訓練空域間往復時
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7. 原子力発電所の敷地内への航空機墜落による火災について（4／24）

落下事故のカテゴリ 対象航空機

1) 計器飛行方式民間航空機
①飛行場での離着陸時 B737-800

②航空路を巡航中 B747-400

(2) カテゴリ別の対象航空機

ａ． 計器飛行方式民間航空機

計器飛行方式民間航空機の落下事故には，「①飛行場での離着陸時」における落下事故と

「②航空路を巡航中」の落下事故がある。

①については，東海第二発電所から約36km離れた位置に茨城空港があり，茨城空港の最大

離着陸地点までの直線距離を半径とし，滑走路端から滑走路方向に対して±60℃の扇形区域

内に発電所があるため，評価対象とする。

②については，東海第二発電所上空に航空路が存在するため，評価対象とする。

本カテゴリにおいて対象とした航空機を下表に示す。

①の対象航空機は，茨城空港を離着陸する航空機が発電所に落下する事故を対象としてい

ることから，茨城空港の定期便（B737及びA320）のうち燃料積算量が多い航空機を選定した。

また，②については，評価対象航空路を飛行すると考えられる定期便のうち，燃料積載量

が最大の航空機を選定した。
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7. 原子力発電所の敷地内への航空機墜落による火災について（5／24）

落下事故のカテゴリ 対象航空機

2) 有視界飛行方式民間航空機
③大型機 B747-400

④小型機 Do228-200

ｂ． 有視界飛行方式民間航空機

有視界飛行方式民間航空機の落下事故には，「③大型機（大型固定翼機及び大型回転翼

機）」の落下事故と「④小型機（小型固定翼機及び小型回転翼機）」の落下事故がある。

本カテゴリにおいて対象とした航空機を下表に示す。

有視界飛行方式民間航空機の落下事故においては，全国の有視界飛行が可能な民間航空機

のうち，燃料積載量が最大の航空機を選定した。
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7. 原子力発電所の敷地内への航空機墜落による火災について（6／24）

ｃ． 自衛隊機又は米軍機

自衛隊機又は米軍機の落下事故には，「⑤訓練空域内で訓練中及び訓練空域外を飛行中」

の落下事故と「⑥基地－訓練空域間往復時」の落下事故がある。

⑤については，東海第二発電所周辺上空には，自衛隊機又は米軍機の訓練空域はないため，

訓練空域外を飛行中の落下事故を評価対象とする。

⑥については，東海第二発電所周辺の太平洋沖合上空に自衛隊機の訓練空域があり，発電

所は自衛隊の百里基地と訓練空域間の想定飛行範囲内に位置することから，自衛隊機の落下

事故を評価対象とする。

本カテゴリにおいて対象とした航空機を下表に示す。

⑤の対象航空機は，全国の自衛隊機及び米軍機のうち，用途別に燃料積載量が最大の航空

機を選定した。

⑥については，百里基地と訓練空域を往復時に発電所に落下することを想定するため，百

里基地に所属する自衛隊機のうち燃料積載量が最大の航空機を選定した。

落下事故のカテゴリ 対象航空機

3) 自衛隊機
又は米軍機

⑤訓練空域外
を飛行中

⑤-1 空中給油機等，高高度で
の巡航が想定される大型固定翼
機

KC-767

⑤-2 その他の大型固定翼機，
小型固定翼機及び回転翼機

F-15

⑥基地－訓練空域間往復時 F-15
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7. 原子力発電所の敷地内への航空機墜落による火災について（7／24）

ⅳ．カテゴリ別の離隔距離の評価

「実用発電用原子炉施設への航空機落下確率の評価基準について（内規）」（平成21・06・25

原院第1号）の航空機落下確率評価式に基づき，カテゴリ毎に落下確率が10－７（回／炉・年）に

相当する面積を算出し，その結果を用いて影響評価対象施設に対する離隔距離を求める。

ⅳ.1 計器飛行方式民間航空機の落下事故

(1) 飛行場での離着陸時における落下事故

ａ． 標的面積

Pd,a＝fd,a・Nd,a・A・Φd,a(r,θ)

Pd,a：対象施設への離着陸時の航空機落下確率（回／年）

fd,a＝Dd,a／Ed,a：対象航空機の国内での離着陸時事故率（回／離着陸回）

Dd,a：国内での離着陸時事故件数（回）

Ed,a：国内での離着陸回数（離着陸回）

Nd,a：当該飛行場での対象航空機の年間離着陸回数（離着陸回／年）

A：原子炉施設の標的面積（km２）

Φd,a(r,θ)：離着陸時の事故における落下地点確率分布関数（／km２）
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7. 原子力発電所の敷地内への航空機墜落による火災について（8／24）

発電所名称
パラメータ

東海第二発電所

対象航空路 茨城空港

fd,a※１ 約1.43×10－７（＝4／27,887,158）

Nd,a※２ 4,210

Φd,a(r,θ)※３ 約2.98×10－４

発電所からの距離 約36km

滑走路方向に対する角度 約9.60°

最大離着陸距離※４ 約56km（30nm）

※１：離着陸時の事故件数は，「航空機落下事故に関するデータ」（平成28年6月 原子力規制委員会）より，平成5年～平成24年に
おいて離着陸時に1件，着陸時に3件。

※２：「数字でみる航空2014」にある平成24年飛行場別着陸回数と同数を離陸回数とし，その和を飛行場別離着陸回数とした。
※３：滑走路端から最大離着陸地点までの直線距離内の内円で滑走路方向両側に対し±60°以内の扇形に一様な分布及び周方向で正

規分布を仮定した場合の確率密度のうち，厳しい方の正規分布を用いた。
※４：ＡＩＰを参照した。

これらの式より，Pd,a＝10－７（回／炉・年）に相当する標的面積Aを求めると，約0.56km
２となる。

ｂ． 離隔距離

ａ．で求めた標的面積より，離隔距離Lは199mとする。（評価結果は，約199.7m）
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7. 原子力発電所の敷地内への航空機墜落による火災について（9／24）

(2) 航空路を巡航中の落下事故

ａ． 標的面積

Pc＝fc・Nc・A／W

Pc：対象施設への巡航中の航空機落下確率（回／年）

fc＝Gc／Hc：単位飛行距離当たりの巡航中の落下事故率（回／(飛行回･km)）

Gc：巡航中事故件数（回）

Hc：延べ飛行距離（飛行回･km）

Nc：評価対象とする航空路等の年間飛行回数（飛行回／年）

A ：原子炉施設の標的面積（km２）

W ：航空路幅（km）
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7. 原子力発電所の敷地内への航空機墜落による火災について（10／24）

発電所名称
パラメータ

東海第二発電所

対象航空路

直行経路：
IWAKI(IXE)－SWAMP

IWAKI(IXE)－
KISARAZU(KZE)

広域航法経路
Y30(LOTUS－SWAMP)

fc※１ 約5.13×10－１１（＝0.5／9,740,013,768）

Nc※２ 365
（平成24年データ）

1,095
（平成24年データ）

W※３ 14.816 18.52

※１：延べ飛行距離は，平成5年～平成24年の「航空輸送統計年報 第1表 総括表 1. 輸送実績」における運航キロメー
トルの国内の合計値。
巡航中の事故件数は，「航空機落下事故に関するデータ」（平成28年6月 原子力規制委員会）より，平成5年～平成
24年において0件であるため，0.5件発生したものとして評価した。

※２：国土交通省航空局への問い合わせ結果（ピークデイの値）を365倍した値。
※３：直行経路については「航空路等設定基準」を参照した。広域航法経路については，航法精度を航空路の幅とみなして

用いた。（1nm＝1.852kmとして換算した。）

これらの式より，Pc＝10－７（回／炉・年）に相当する標的面積Aを求めると，約51km２と

なる。

ｂ． 離隔距離

ａ．で求めた標的面積より，離隔距離Lは1,528mとする。（評価結果は，約1,528.7m）
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7. 原子力発電所の敷地内への航空機墜落による火災について（11／24）

ⅳ.2 有視界飛行方式民間航空機の落下事故

(1) 有視界飛行方式民間航空機（大型機）の落下事故

ａ． 標的面積

Pv＝（fv／Sv）・A・α

Pv：対象施設への航空機落下確率（回／年）

fv：単位年当たりの落下事故率（回／年）

Sv：全国土面積（ km２ ）

A ：原子炉施設の標的面積（km２）

α：対象航空機の種類による係数

発電所名称
パラメータ

東海第二発電所

fv※１ 大型固定翼機 0.025（＝0.5／20）
大型回転翼機 0.05（＝1／20）

Sv※２ 37.2万

α※３ 1

※１：離着陸時の事故件数は，「航空機落下事故に関するデータ」（平成28年6月 原子力規制委員会）よる。なお，平成5年～平成24
年において0件であるため，0.5件発生したものとして評価した。

※２：「航空機落下事故に関するデータ」（平成28年6月 原子力規制委員会）による。
※３：「実用発電用原子炉施設への航空機落下確率の評価基準について（内規）」による。

これらの式より，Pv＝10－７（回／炉・年）に相当する標的面積Aを求めると，約0.50km２

となる。

ｂ． 離隔距離

ａ．で求めた標的面積より，離隔距離Lは186mとする。（評価結果は，約186.2m）
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7. 原子力発電所の敷地内への航空機墜落による火災について（12／24）

(2) 有視界飛行方式民間航空機（小型機）の落下事故

ａ． 標的面積

Pv＝（fv／Sv）・A・α

Pv：対象施設への航空機落下確率（回／年）

fv：単位年当たりの落下事故率（回／年）

Sv：全国土面積（ km２ ）

A ：原子炉施設の標的面積（km２）

α：対象航空機の種類による係数

※１：「航空機落下事故に関するデータ」（平成28年6月 原子力規制委員会）による。
※２：「実用発電用原子炉施設への航空機落下確率の評価基準について（内規）」による。

発電所名称
パラメータ

東海第二発電所

fv※１ 小型固定翼機 1.75（＝35／20）
小型回転翼機 1.20（＝24／20）

Sv※１ 37.2万

α※２ 0.1

これらの式より，Pv＝10－７（回／炉・年）に相当する標的面積Aを求めると，約0.13km２

となる。

ｂ． 離隔距離

ａ．で求めた標的面積より，離隔距離Lは72mとする。（評価結果は，約72.7m）
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7. 原子力発電所の敷地内への航空機墜落による火災について（13／24）

ⅳ.3 自衛隊機又は米軍機の落下事故

(1) 訓練空域外を飛行中の落下事故（空中給油機等，高高度での巡航が想定される大型固定

翼機）

ａ． 標的面積

Pso＝fso・A／So

Pso：訓練空域外での対象施設への航空機落下確率（回／年）

fso：単位年当たりの訓練空域外落下事故率（回／年）

A ：原子炉施設の標的面積（km２）

So：全国土面積から全国の陸上の訓練空域の面積を除いた面積（km２ ）

※１：「航空機落下事故に関するデータ」（平成28年6月 原子力規制委員会）による。なお，自衛隊機の事故件数は平成5
年～平成24年において0件であるため，0.5件発生したものとして評価した。

※２：「航空機落下事故に関するデータ」（平成28年6月 原子力規制委員会）による。

発電所名称
パラメータ

東海第二発電所

fso※１ 自衛隊機 0.025（＝0.5／20）
米軍機 0.05（＝1／20）

So※２ 自衛隊機 29.5万（＝37.2万－7.72万）
米軍機 37.2万（＝37.2万－0.05万）

これらの式より，Pv＝10－７（回／炉・年）に相当する標的面積Aを求めると，約0.46km２

となる。

ｂ． 離隔距離

ａ．で求めた標的面積より，離隔距離Lは176mとする。（評価結果は，約176.8m）
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7. 原子力発電所の敷地内への航空機墜落による火災について（14／24）

ⅳ.3 自衛隊機又は米軍機の落下事故

(2) 訓練空域外を飛行中の落下事故（その他の大型固定翼機，小型固定翼機及び回転翼機）

ａ． 標的面積

Pso＝fso・A／So

Pso：訓練空域外での対象施設への航空機落下確率（回／年）

fso：単位年当たりの訓練空域外落下事故率（回／年）

A ：原子炉施設の標的面積（km２）

So：全国土面積から全国の陸上の訓練空域の面積を除いた面積（km２ ）

※１：「航空機落下事故に関するデータ」（平成28年6月 原子力規制委員会）による。

発電所名称
パラメータ

東海第二発電所

fso※１ 自衛隊機 0.35（＝7／20）
米軍機 0.20（＝4／20）

So※１ 自衛隊機 29.5万（＝37.2万－7.72万）
米軍機 37.2万（＝37.2万－0.05万）

これらの式より，Pv＝10－７（回／炉・年）に相当する標的面積Aを求めると，約0.058km２

となる。

ｂ． 離隔距離

ａ．で求めた標的面積より，離隔距離Lは34mとする。（評価結果は，約34.6m）
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7. 原子力発電所の敷地内への航空機墜落による火災について（15／24）

(3) 基地－訓練空域間を往復時の落下事故（想定飛行範囲内に原子炉施設が存在する場合）

ａ． 標的面積

Pse＝fse・A／Sse

Pse：対象施設への航空機落下確率（回／年）

fse：基地と訓練空域間を往復中の落下事故率（回／年）

A ：原子炉施設の標的面積（km２）

Sse：想定飛行範囲内の面積（km２ ）

※１：「航空機落下事故に関するデータ」（平成28年6月 原子力規制委員会）より，当該想定飛行範囲内で自衛隊機の移動
時の事故件数は平成5年～平成24年において0件であるため，落下事故率の算出にはχ二乗分布を用いた方法を使用した。

※２：百里基地（飛行場）と自衛隊機の訓練空域（Area1，E1，E2，E3，E4の全域）境界間を直線で結んだ想定飛行範囲の面
積。

発電所名称
パラメータ

東海第二発電所

fse※１ 約0.0114（＝0.2275／20）

Sse※２ 4,540

これらの式より，Pse＝10－７（回／炉・年）に相当する標的面積Aを求めると，約0.040km２

となる。

ｂ． 離隔距離

ａ．で求めた標的面積より，離隔距離Lは22mとする。（評価結果は，約22.2m）
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第5.1図 自衛隊機の「基地－訓練空域間を往復時」の落下事故に対する離隔距離

7. 原子力発電所の敷地内への航空機墜落による火災について（16／24）
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7. 原子力発電所の敷地内への航空機墜落による火災について（17／24）

ⅴ. 熱影響評価結果
(1) 評価機種の選定

評価機種は，ⅲで抽出した航空機より選定し，他のカテゴリの評価に包絡されるものは
評価対象外とした。

第5.1表 建屋表面の到達温度
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7. 原子力発電所の敷地内への航空機墜落による火災について（18／24）

(2) 影響評価対象施設に対する熱影響評価
カテゴリごとにおける航空機墜落によって発生する火災を想定して評価を実施した。
影響評価対象施設に対する熱影響は，許容温度以下であることを確認した。

第5.2表 建屋表面の到達温度
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7. 原子力発電所の敷地内への航空機墜落による火災について（19／24）

第5.3表 排気筒鉄塔表面の到達温度
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7. 原子力発電所の敷地内への航空機墜落による火災について（20／24）

第5.4表 Ｄ／Ｇ吸気系フィルタを通して流入する空気の到達温度
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(2) 危険物貯蔵施設火災と航空機墜落火災の重畳
カテゴリごとにおける航空機墜落によって発生する火災を想定して評価を実施した。
影響評価対象施設に対する熱影響は，許容温度以下であることを確認した。

7. 原子力発電所の敷地内への航空機墜落による火災について（21／24）

第5.5表 重畳火災による熱影響評価結果
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7. 原子力発電所の敷地内への航空機墜落による火災について（22／24）

第5.2図 航空機墜落位置と危険物タンクの重畳を考慮する位置
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 使用済燃料乾式貯蔵建屋（以下「建屋」という。）においては，ドライキャスクの除熱を自然

対流により実施

 建屋の構造上，外部火災で発生した熱気流が給気口から侵入する可能性があるため，建屋付近

で発生する航空機墜落火災（機種：F-15）を想定し，給気口から熱気流が侵入した場合につい

て評価を実施

除熱概略図

(3) 使用済燃料乾式貯蔵施設に対する評価

7. 原子力発電所の敷地内への航空機墜落による火災について（23／24）
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① ドライキャスクが高温にさらされることによる温度上昇の影響（ドライキャスク表面から

内側に熱が伝達されることがないことの確認）

 熱気流によるドライキャスク表面の空気温度は97℃（航空機火災による熱気流の主軸温度の評

価値52℃＋定常状態におけるドライキャスクの周囲温度45℃※１）であり，ドライキャスクの

各部の温度評価結果※２以下となるため，ドライキャスク表面から内側に熱が伝達されること

はないことを確認

※１：過去10年間の最高気温は37℃であるが，評価では保守的に周囲温度を45℃と設定

※２：周囲温度45℃のときのドライキャスク各部の温度評価結果

② 除熱状態の変化による温度上昇の影響（ドライキャスク構成部材の温度が設計基準値以下

となることの確認）

 想定する航空機墜落火災の継続時間（約5,000s）の間，断熱状態となることを想定し評価を行

った結果，設計余裕が最も厳しい側部レジンであっても，上昇温度（1.8℃）は設計余裕（3℃

）を下回ることを確認
【断熱状態を想定した評価式】

7. 原子力発電所の敷地内への航空機墜落による火災について（24／24）
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7.[添付1] 実績がない場合の発生件数の考え方の違いについて

(1) 自衛隊機の「基地－訓練空域間往復時」における落下事故件数

• 全国平均による「基地－訓練空域間往復時」の落下確率（約2.16×10－８回／炉・年）に

対して，χ二乗分布を用いた方法による「百里基地－訓練空域間往復時」の落下確率

（約3.81×10－８回／炉・年）は大きく，保守性を確保

• 実際には防衛省により原子力施設付近の上空の飛行をできる限り避ける指導等が行われ

ているが，落下確率評価においては当該指導等を考慮しておらず，この点においても保

守性を確保

⇒ 「百里基地－訓練空域間往復時」の落下確率評価では保守性は十分に確保されていると

考えられるため，χ二乗分布を用いた方法を採用

(2) 確率論的リスク評価における発生実績のない起因事象の発生件数

• 確率論的リスク評価の学会標準に記載のいずれの方法※を用いても，事故シーケンスグ

ループの抽出及び重要事故シーケンスの選定への影響はない

※「発生件数を1件，又は0.5件とする方法」「χ二乗分布を用いた方法」等が認められている

• 確率論的リスク評価から抽出される事故シーケンスグループに対して，その発生頻度に

よらず，炉心損傷防止対策が有効であることを確認

• 確率論的リスク評価については，航空機落下確率評価のように参照すべき平均的なデー

タは存在しない

⇒ 今回の申請における確率論的リスク評価では，発生実績のない起因事象の発生頻度とし

て，代表的に0.5回を採用
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7.[添付2] 落下事故実績がないカテゴリの落下事故件数について

しかし，実際には原子力関連施設上空の飛行は原則行わないよう制限されており，発電所上

空を含めて基地－訓練空域間を一様に飛行することはないことから， Sseが小さくなるほど本

評価式には更に大きな保守性が含まれる。

1. 「基地－訓練空域間往復時」の落下事故件数について

「基地－訓練空域間往復時」の航空機落下確率を下式のとおり評価しており，この式は基地

－訓練空域間を簡易的に一様に飛行すると仮定しているため， Sseが小さいほど大きな確率値

となる。

Pse＝fse・A／Sse

Pse：対象施設への航空機落下確率（回／年）

fse：基地と訓練空域間を往復中の落下事故率（回／年）

A ：原子炉施設の標的面積（km２）

Sse：想定飛行範囲内の面積（km２ ）
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以上を踏まえ，評価式に基づく保守性が大きい東海第二発電所の「基地－訓練空域間往復時」の航

空機落下確率の算出には，適用性及び保守性を確認した上で「χ二乗分布を用いた方法※１」
を採用

※１：「原子力発電所の出力運転状態を対象とした確率論的リスク評価に関する実施基準（レベル1PRA編）：2013」（（一
社）日本原子力学会）に記載されている，過去発生していない起因事象発生頻度の算出方法のひとつ

χ二乗分布を用いた方法に基づく落下事故件数
χ２(1,0.5)／2 ＝ 0.2275 （回）

東海第二発電所の想定飛行範囲内の面積（Sse）は，他プラントに比べても小さいことから，

上述した評価式に基づく保守性が大きい。

発電所名称 想定飛行範囲内の面積（km２）

東海第二発電所 4,540

川内原子力発電所１，２号炉 19,400

玄海原子力発電所３，４号炉 10,200

伊方発電所３号炉 40,080

7.[添付2] 落下事故実績がないカテゴリの落下事故件数について
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7.[添付2] 落下事故実績がないカテゴリの落下事故件数について

【χ二乗分布を用いた方法の適用性】

本方法の適用条件は「航空機落下事故の発生頻度がポアソン分布に従っていること」であり，

χ二乗分布を用いた適合度検定（χ二乗検定）により，“「基地－訓練空域間往復時」の落下

事故の発生頻度”の”ポアソン分布への適合性”を確認

⇒「基地－訓練空域間往復時」の落下事故件数には，χ二乗分布を用いた方法が適用できるこ

とを確認

【χ二乗分布を用いた方法の保守性】

・全国平均の航空機落下確率※２との比較により，χ二乗分布を用いた方法の保守性を確認
※2：全国の基地－訓練空域間往復時の落下事故件数（5件）及び全国の想定飛行範囲の面積を用いて評価した航空機落下確率

・防衛省により原子力施設付近の上空の飛行をできる限り避ける指導等を考慮しておらず，

χ二乗分布を用いた方法を使用した場合においても保守性を確保

2. 落下事故実績がないその他のカテゴリの落下事故件数について

落下事故実績がないその他のカテゴリについては，χ二乗分布を用いた方法を適用した場合

の十分な保守性が確認されていないため，落下事故件数については0.5件を使用

項 目 航空機落下確率（回／炉・年）

χ二乗分布を用いた方法による
「百里基地－訓練空域間往復時」の落下確率

約3.81×10－８

（＝0.2275件／20年／4,540km２×0.015199km２）

全国平均（全国の自衛隊基地を対象）による
「基地－訓練空域間往復時」の落下確率

約2.16×10－８

（＝5件／20年／175,720km２×0.015199km２）
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参考1. 「基地－訓練空域間往復時」の落下事故件数に0.5件を適用した場合の保守性

カテゴリ
パラメータ

基地－訓練空域間を往復時
その他全ての

カテゴリ

fse
χ二乗分布を用いた方法：

約0.0114（＝0.2275／20）

0.5件：

0.025（＝0.5／20）

Ａ 約0.015

Sse 4,540

Ｐｓｅ
χ二乗分布を用いた方法：

約3.8×10－８

0.5件：

約8.4×10－８

落下確率の合計値：

約4.8×10－８

百里基地－訓練空域間往復時においては過去20年間落下事故の発生実績がなく，かつ，

東海第二発電所上空の飛行を原則行わないよう制限されているにも係わらず，

0.5件を使用した場合は，その他全てのカテゴリの落下確率よりも非常に大きくなる

⇒東海第二発電所を対象に，「基地－訓練空域間往復時」の落下事故において0.5件を使用した

場合は，他のカテゴリよりも非常に大きな保守性を有する

7.[添付2] 落下事故実績がないカテゴリの落下事故件数について
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参考2. 原子炉施設への航空機落下確率に関する判断基準

「実用発電用原子炉施設への航空機落下確率の評価基準について」（平成21・06・25原院第第

1号）の記載

本評価基準に示す標準的な評価手法に基づく評価の結果，航空機落下の発生確率が10－７（回

／炉・年）を超えた場合には，当該原子炉施設の立地点における状況を現実的に考慮した評

価を行い，その妥当性を確認した上で，当該原子炉施設への航空機落下の発生確率が10－７

（回／炉・年）を超えないことを判断基準とする

⇒仮に航空機落下確率が10－７（回／炉・年）を超えた場合，現実的な条件での評価が認められ

ている

7.[添付2] 落下事故実績がないカテゴリの落下事故件数について



80

8. ばい煙及び有毒ガスの影響について（1／20）

目 次

ⅰ. 目的

ⅱ. 評価対象

ⅲ. 評価結果

(1) 外気を直接設備内に取り込む機器

(2) 外気を取り込む空調系統

(3) 屋外設置機器

(4) 中央制御室の居住性評価

(5) 緊急時対策所の居住性評価
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8. ばい煙及び有毒ガスの影響について（2／20）

第8.1表 ばい煙による影響評価対象

分 類 評価対象設備 

機器への影響 

外気を直接設備内に取り込む機器 ディーゼル発電機機関 

外気を取り込む空調系統 換気空調設備 

屋外設置機器 海水ポンプ電動機 

居住性への影響 外気を取り込む空調系統 中央制御室，緊急時対策所 

 

ⅰ. 目的
外部火災で発生するばい煙及び有毒ガスは，火炎により発生する上昇気流によって上空に

運ばれるため，ばい煙及び有毒ガスが防護対象設備の周辺に滞留する可能性は低いと考えら
れるが，保守的にばい煙及び有毒ガスが設備並びに居住性に与える影響について，評価を実
施する。

ⅱ. 評価対象
評価ガイドでは，ばい煙による安全上重要な設備に対する影響として，燃焼生成物の換気

又は空気供給系からの侵入による電気故障，非常用ディーゼル発電機の故障，有毒ガスによ
る影響等が挙げられている。
ばい煙の影響が想定される設備として，「外気を直接設備内に取り込む機器」，「外気を

取り込む空調系統」及び「屋外設置機器」について評価を実施する。また，建屋内にばい煙
及び有毒ガスを含んだ外気が取り込まれた場合の居住性の観点から評価を実施する。
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8. ばい煙及び有毒ガスの影響について（3／20）

第8.1図 機器への影響評価を行う評価対象設備抽出フロー図
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8. ばい煙及び有毒ガスの影響について（4／20）

フィルタ

過給機

空気冷却器

シリンダ

原子炉建屋付属棟

第8.2図 ディーゼル発電機吸気系統概略図

ⅲ. 評価結果
(1) 外気を直接設備内に取り込む機器

外気を直接設備内に取り込む機器としてディーゼル発電機機関の吸気系統がある。
外気取入口に設置された吸気フィルタにより（粒径5μm以上において約56％捕獲）で粒径

の大きいばい煙粒子は捕獲され，吸気フィルタを通過したばい煙（数μm～10数μm）は侵入
するが，内部の機器の間隙は，ばい煙に比べて十分大きく，閉塞に至ることはない。
また，ばい煙（数μm～10数μm）がシリンダ／ピストン間隙まで到達した場合，当該間隙

内において摩擦発生が懸念されるが，ばい煙粒子の主成分は炭素であり，シリンダ／ピスト
ンより軟らかいため，ばい煙粒子による摩擦が発生することはないと判断される。
以上のことから，外部火災で発生するばい煙が，非常用ディーゼル発電機の機能に影響を

与えることはないと判断した。
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8. ばい煙及び有毒ガスの影響について（5／20）

空気冷却器構造
（狭隘部寸法 伝熱フィン間隙：2.47mm）

第8.3図 ディーゼル発電機吸気系統構造図
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8. ばい煙及び有毒ガスの影響について（6／20）

(2) 外気を取り込む空調系統
外気を取り込む空調系統として中央制御室換気系，緊急時対策所，電気室換気系，原子炉

建屋換気系がある。
これらの系統の給気用のファン入口にはフィルタが設置されている。
フィルタは捕集率80％以上（ＪＩＳ Ｚ 8901 試験用紛体11種 粒径約2μm）の性能を有し

ているため，外部火災で発生する粒径が一定以上のばい煙は，このフィルタにより侵入を阻
止可能である。また，ばい煙によるフィルタの閉塞については，フィルタ出入口差圧又は排
気ファン出口流量を監視することで検知可能である。
上記の系統のうち，中央制御室換気系，緊急時対策所の空調系統については，ばい煙の侵

入が予想される場合に，閉回路循環運転を行うことにより，ばい煙の侵入を阻止する事が可
能である。
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8. ばい煙及び有毒ガスの影響について（7／20）

チャコールフィルタ
へパフィルタ
バグフィルタ
冷水冷却コイル
電気加熱コイル
ダンパ：開
ダンパ：閉
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ファン：停止
換気口
空気の流れ
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（通常時）

（閉回路循環運転時）

第8.4図 中央制御室換気系の系統概略図
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8. ばい煙及び有毒ガスの影響について（8／20）

(3) 屋外設置機器
屋外設置機器として残留熱除去系海水系ポンプ電動機，非常用ディーゼル発電機用海水ポ

ンプ電動機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプ電動機がある。
残留熱除去系海水系ポンプ電動機は，全閉防まつ型屋外形構造であり，下部に設置した外

扇で外気を空気冷却器冷却管内に直接取り込み，冷却管壁で電動機内部空気と熱交換するこ
とで冷却を行う構造であり，冷却管内を通った空気は全て排気口に導かれるため，外気が電
動機内部に侵入することはない。
非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ電動機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用

海水ポンプ電動機は，外扇から吸引した外気をファンカバーから下向きに本体放熱フィンに
沿って流し，電動機本体を冷却する構造であり，外気が電動機内部に侵入することはない。
また，これらの冷却流路は約26～28mmであり，ばい煙の粒径はこれに比べて十分小さいこ

とから，閉塞することはない。
電動機端子箱は，端子箱内部と外部（大気）に圧力差がなく，端子箱蓋はパッキンでシー

ルされているため，ばい煙の侵入による短絡は発生しない。
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8. ばい煙及び有毒ガスの影響について（9／20）

第8.5図 残留熱除去系海水系ポンプ電動機 構造図 第8.6図 ディーゼル発電機用海水ポンプ電動機 構造図

端子箱
端子箱
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8. ばい煙及び有毒ガスの影響について（10／20）

(4) 中央制御室の居住性評価
「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈」第38条第13項に規

定する「原子炉制御室外の火災等により発生した有毒ガスに対する換気設備の隔離その他の
適切な防護措置」として，中央制御室換気系は外気の取入れを遮断することができる。
中央制御室換気系の外気取入を遮断することで，運転員の作業環境に影響を及ぼさないこ

とを確認するため，酸素濃度及び炭酸ガス濃度について評価した。
a) 酸素濃度

中央制御室換気系閉回路循環運転時の中央制御室内の酸素濃度について評価した。
ａ．評価条件
・在室人員11人(運転員7人に余裕を持たせた人数)
・中央制御室バウンダリ内体積2,700m３

・初期酸素濃度20.95％※１

・評価結果が保守的になるよう空気流入は無いものとして評価する。
・1人あたりの呼吸量は，事故時の運転操作を想定し，歩行時の呼吸量※１を適用して，

24L／minとする。
・1人あたりの酸素消費量は，成人吸気酸素濃度※１（20.95％），成人呼気酸素濃度※２

（16.40％）から1.092L／minとする。
・許容酸素濃度 19.0％以上※３

※1：空気調和・衛生工学便覧 第14版 3空気調和設備編
※2：呼気には肺胞から蒸発した水蒸気が加わっており，吸気と等容積ではないため，

酸素消費量を計算するには，乾燥空気換算（％）を使用する。
※3：鉱山保安法施行規則
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8. ばい煙及び有毒ガスの影響について（11／20）

第8.1表 中央制御室換気系閉回路循環運転時の酸素濃度

時間 12 時間 24 時間 48 時間 73 時間 

酸素濃度 20.6％ 20.3％ 19.6％ 19.0％ 

 

ｂ．評価結果
評価条件から求めた酸素濃度は，外気取入を遮断しても約73時間まで中央制御室内に

滞在可能である。
敷地内で発生する火災の最長燃焼継続時間（主変圧器約7時間）に対して，余裕があり

運転員の作業環境に影響を及ぼすことはない。
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8. ばい煙及び有毒ガスの影響について（12／20）

第8.2表 中央制御室換気系閉回路循環運転時の炭酸ガス濃度

時間 12 時間 24 時間 48 時間 51.7 時間 

炭酸ガス濃度 0.26％ 0.48％ 0.93％ 1.00％ 

 

b) 炭酸ガス濃度
中央制御室閉回路循環運転時の中央制御室内の炭酸ガス濃度について評価した。

ａ．評価条件
・在室人員11人(運転員7人に余裕を持たせた人数)
・中央制御室バウンダリ内体積2,700m３
・初期炭酸ガス濃度0.03％
・評価結果が保守的になるよう空気流入は無いものとして評価する。
・1人あたりの炭酸ガス吐出量は，事故時の運転操作を想定し，中等作業での吐出量※１

を適用して，0.046m３／hrとする。
・許容炭酸ガス濃度 1.0％未満※２

※1：空気調和・衛生工学便覧 第14版 3 空気調和設備編

※2：鉱山保安法施行規則

ｂ．評価結果
評価条件から求めた炭酸ガス濃度は，第3.4-2表，第3.4-2図のとおりであり，外気取

入を遮断しても約51.7時間まで中央制御室内に滞在可能である。
敷地内で発生する火災の最長燃焼継続時間（主変圧器約7時間）に対して，余裕があり

運転員の作業環境に影響を及ぼすことはない。
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8. ばい煙及び有毒ガスの影響について（13／20）

c) 有毒ガス
中央制御室換気系給気口の風上で発生し，給気口を直接臨むことができる火災源を対象

とし，中央制御室換気系給気口位置における有毒ガス濃度の評価を実施した。
ａ．評価手法

火災源から放出された有毒ガスは中央制御室換気系給気口に向う風によって，風下直
線方向に拡散していくものとして，Briggsの排煙上昇過程式により求めた評価対象ガス
の風速と，有風時プルーム式を用いて，中央制御室換気系給気口の空気中に含まれる有
毒ガス濃度を評価する。

(有風時プルーム式)
・・・(1)

（Briggsの排煙上昇過程式）
・・・(2)

Ｃｘｙｚ ：濃度（ppm）
Ｑ ：有毒ガス発生量（Nm３／s）
Ｈｅ ：排煙上昇高度（m）
σｙ，σｚ ：拡散パラメータ（m）
ｕ ：風速（m／s）
Ｆ ：排熱フラックス（m４／s３）=0.037ＱＨ

ＱＨ ：排気熱量（kcal／s）=
ΔＨc.eff ：燃焼時発熱量（kcal／kg）
Ａ ：燃焼面積（m２）

：質量低下速度（kg／m２／s）
ｘ ：発生源と給気口との離隔距離(m)
ｚ ：発生源と給気口との鉛直方向距離(m)
ｙ ：排気プルーム軸からの距離(m)

Ｃ
xyz

=
Ｑ

２πσyσzｕ
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ｙ
２
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8. ばい煙及び有毒ガスの影響について（14／20）

第8.7図 中央制御室換気系給気口における有毒ガス濃度評価手法の概要
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8. ばい煙及び有毒ガスの影響について（15／20）

第8.3表 評価結果

※：30分曝露によって生命及び健康に対する即時の危険な影響を与える濃度限度値

ｂ．評価結果

以上の結果から，全ての評価に対しＩＤＬＨ以下であり，中央制御室の居住性が損なわれる
ことはないと評価できる。

また，有毒ガスの影響を受ける可能性がある場合や，中央制御室給気口に流入する可能性が
ある場合は，中央制御室の外気取り入れを遮断し，再循環させる非常時モードで運転を行うこ
とが可能であり，この非常時モードへの切換は，火災発生後10分程度で実施可能であることを
実測により確認している。

評価対象 想定発火源
風速

(m／s]

拡散パラメータ(m)

σｙ σｚ

中央制御室

換気系給気口

B2-19A

航空機火災

(F-15)
5.9 1.956 1.344

評価対象 想定発火源
ガス濃度（ppm）

ＣＯ２ ＣＯ ＳＯ２ ＮＯ２

中央制御室
換気系給気口

B2-19A

航空機火災
(F-15)

7,883 116 3 15

判断基準：ＩＤＬＨ※ 40，000 1，200 100 20
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d) 森林火災時における防火帯外に位置する放射性物質保管施設の東海第二発電所への影響
・防火帯外の防火帯近傍に放射性物質の保管施設（下図）がある。
・森林火災時におけるこれら保管施設からの東海第二発電所への影響を評価
・保管施設の構造及び保管状態を踏まえると，Ｌ３事業所及び日本原子力研究開発機構（以下

「機構」という。） 廃棄物埋設施設の保管物施設は2m以上覆土されるため流出しない
・固体廃棄物貯蔵庫（レーザー），機構が管理する使用済燃料貯蔵施設（北地区）及び第２保管

廃棄施設の保管物質が流出する可能性は低いが，仮に流出したとしても，中央制御室の外気
取り入れを遮断し閉回路循環運転を行うことで，中央制御室の居住性を確保可能

・予防散水対応は，線量を確認しつつ実施

8. ばい煙及び有毒ガスの影響について（16／20）

図 東海第二発電所に影響を与える可能性がある保管施設
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8. ばい煙及び有毒ガスの影響について（17／20）

第8.9図 緊急時対策所の位置

(5) 緊急時対策所の居住性評価
外部火災時の緊急時対策所の居住性の評価として，外気取入れ遮断時の緊急時対策所内に

滞在する緊急時対策要員の作業環境の劣化防止のため，酸素濃度及び炭酸ガス濃度について
評価を行った。
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8. ばい煙及び有毒ガスの影響について（18／20）

a) 酸素濃度
外気遮断時の緊急時対策所内の酸素濃度について評価した。

ａ．評価条件
・在室人員100人（緊急時対策本部に収容する最大の対策要員数)
・加圧エリア内空気量2,900m３

・初期酸素濃度20.95％
・評価結果が保守的になるよう空気流入は無いものとして評価する。
・1人あたりの呼吸量は，事故時の運転操作を想定し，歩行時の呼吸量※1を適用して，

24L／minとする。
・1人あたりの酸素消費量は，成人吸気酸素濃度※１（20.95％），成人呼気酸素濃度※２

（16.40％）から1.092L／minとする。
・許容酸素濃度 19.0％以上※３

※1：空気調和・衛生工学便覧 第14版 3空気調和設備編
※2：呼気には肺胞から蒸発した水蒸気が加わっており，吸気と等容積ではないため，酸素消費量を計算するには，

乾燥空気換算（％）を使用する。
※3：鉱山保安法施行規則

ｂ．評価結果
評価条件から求めた酸素濃度は，外気取入を遮断しても約8.6時間まで緊急時対策所内

に滞在可能である。
緊急時対策所周囲で発生する火災として想定される航空機墜落火災のうち，最も長い

燃焼継続時間であるB747-400の約1.9時間に対して余裕があり，運転員の作業環境に影響
を及ぼすことはない。
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8. ばい煙及び有毒ガスの影響について（19／20）

b) 炭酸ガス濃度
外気遮断時の緊急時対策所内の炭酸ガス濃度について評価した。

ａ．評価条件
・在室人員 100人（緊急時対策本部に収容する最大の対策要員数)
・加圧エリア内空気量2,900m３

・初期炭酸ガス濃度 0.03％
・評価結果が保守的になるよう空気流入は無いものとして評価する。
・1人あたりの炭酸ガス吐出量は，事故時の運転操作を想定し，中等作業での吐出量※1

を適用して0.046m３／hとする。
・許容炭酸ガス濃度 1.0％未満※2

※1：空気調和・衛生工学便覧 第14版 3空気調和設備編
※2：鉱山保安法施行施工規則

ｂ．評価結果
評価条件から求めた炭酸ガス濃度は，外気取入を遮断しても約6.1時間まで外気取入を

遮断しても，緊急時対策所内に滞在可能である。
緊急時対策所周囲で発生する火災として想定される航空機墜落火災のうち，最も長い

燃焼継続時間であるB747-400の約1.9時間に対して余裕があり，運転員の作業環境に影響
を及ぼすことはない。
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8. ばい煙及び有毒ガスの影響について（20／20）

第8.4表 緊急時対策所外気遮断時の酸素濃度

時間 2 時間 4 時間 6 時間 8.6 時間 

酸素濃度 20.4％ 20.0％ 19.5％ 19.0％ 

 

第8.5表 緊急時対策所外気遮断時の炭酸ガス濃度

時間 1 時間 2 時間 4 時間 6.1 時間 

炭酸ガス濃度 0.19％ 0.35％ 0.67％ 1.00％ 
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1. 建屋外壁表面温度評価方法について

(1) 火災源から受熱側外壁への輻射強度の算出

火災源を円筒火炎モデルとして設定し，火災源からの受熱側
が受け取る輻射熱量の割合に関連する形態係数φを算出する。

形態係数の算出

Ｈ：火炎の高さ(m)
Ｌ：水平距離(m)
Ｒ：燃焼半径(m)

円筒火炎モデルを用い，受熱面が火災源
と同一平面上にある垂直平板と仮定する。

（出典：原子力発電所の外部火災影響評価ガイド）

次式により形態係数φを算出する。

火災源の輻射強度Ｒｆと形態係数φより，受熱側の
輻射強度を算出する。

受熱側の輻射強度算出

火災源となる燃料の種類に応じて上表より
輻射発散度Ｒｆを選択し，受熱側輻射強度
を算出する。

（出典：原子力発電所の外部火災影響評価ガイド）

（出典：原子力発電所の外部火災影響評価ガイド）

受熱側輻射強度Ｅ(W／m２)
＝形態係数φ × 輻射発散度 Ｒｆ (W／m２)
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外壁の温度評価

【外壁への温度評価式の適用】
コンクリート裏面において，表面温度の温度上昇分の

1 ％以下にあたる温度上昇であればコンクリート外壁を反
無限固体とみなすことができ，本温度評価式を適用できる。
今回，火災源となる溶融炉灯油タンクにて，コンクリート
内面深さ【0.4m】における温度上昇を求めたところ，
0.01℃となり温度上昇の比は，0.1％程度であることから，
本温度評価式の適用性に問題はない

（出典：安全工学講座1 火災：海文堂出版）

(2) 受熱側の輻射強度を用いた外壁温度の算出

   火災源からの輻射熱による外壁温度の評価にあたっては，一次元非定常熱伝導方程式の解である反無限

固体での温度評価式を用いて，外壁の温度を評価する。 

   なお，受熱側の輻射強度は一定値で変化しないものとしている。  

Ｔ：許容温度(℃)
Ｔ０：初期温度(℃)
Ｅ：輻射強度(W／m２)
κ：ｺﾝｸﾘｰﾄ温度伝導率(m２／s)

(=λ／ρＣｐ)
ρ：ｺﾝｸﾘｰﾄ密度(kg／m３)
Ｃp：ｺﾝｸﾘｰﾄ比熱(J／kg／K)
λ：ｺﾝｸﾘｰﾄ熱伝導率(W／m／K)
ｔ：燃焼継続時間(s)
ｘ：ｺﾝｸﾘｰﾄ壁表面深さ(m)
a：熱伝達率（W／m２／K ）

深さχ

コンクリート内部

外表面温度上昇の1％

コンクリート内部の
温度上昇

受熱側輻射強度
（一定）

外壁内に
拡散される熱

外壁温度上昇評価モデル
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2. 敷地内における危険物タンクの火災について

(1) 必要データ
評価に用いるデータは以下のとおり。

想定火災源
燃料の

種類

燃料量

V

(m３)

輻射発散度

Rf

(kW／m２)※1

質量低下速度

M

(kg／m２／s)※2

燃料密度

ρ

(kg／m３)※３

防油堤面積

S

(m２)

溶融炉

灯油タンク
灯油 10 50 0.039 830 19.36

(2) 燃焼半径の算出
円筒火炎モデルとして評価を実施するため，燃焼半径は防油堤面積を円

筒の底面と仮定して以下のとおり算出した。

Ｒ=
Ｓ

π

Ｒ：燃焼半径(m)，Ｓ：防油堤面積（＝燃焼面積）(m２)



105

(3) 形態係数の算出
以下の式から形態係数を算出した。

Φ=
1

πｎ
tan 1

ｍ

ｎ２ 1
+
ｍ

π

Ａ 2ｎ

ｎ ＡＢ
tan 1

Ａ ｎ－1

Ｂ ｎ＋1
 
1

ｎ
tan 1

ｎ－1

ｎ＋1

ただし ｍ＝
Ｈ
Ｒ

≒3 , ｎ＝
Ｌ
Ｒ

 , Ａ＝ 1+ｎ ２+ｍ２ , Ｂ＝ 1 ｎ ２+ｍ２

Φ:形態係数，Ｌ:離隔距離(m)，Ｈ:炎の高さ(m)，Ｒ:燃焼半径(m)

(4) 輻射強度の算出
火炎から任意の位置にある点（受熱点）の輻射強度は，輻射発散度に形態係数を掛け

た値になる。算出結果を第2.2.3-3表に示す。

Ｅ＝Ｒｆ・Φ

Ｅ：輻射強度(W／m２)，Ｒｆ：輻射発散度(W／m２)，Φ：形態係数
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(5) 燃焼継続時間の算出

燃焼継続時間は，燃料量を燃焼面積と燃焼速度で割った値になる。

ｔ＝
Ｖ

πＲ２×ｖ

ｔ：燃焼継続時間(s)

Ｖ：燃料量(m３)

Ｒ：燃焼半径(m)

ｖ：燃焼速度＝Ｍ／ρ(m／s)

Ｍ：質量低下速度(kg／m２／s)

ρ：燃料密度(kg／m３)
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３. 建屋外壁における温度上昇の評価結果
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4. 原子力発電所の敷地内への航空機墜落による火災に関する算出式について

(2) 形態係数の算出
以下の式から形態係数を算出した。

Φ=
1

πｎ
tan 1

ｍ

ｎ２ 1
+
ｍ

π

Ａ 2ｎ

ｎ ＡＢ
tan 1

Ａ ｎ－1

Ｂ ｎ＋1
 
1

ｎ
tan 1

ｎ－1

ｎ＋1

ただし ｍ＝
Ｈ
Ｒ≒3 , ｎ＝

Ｌ
Ｒ , Ａ＝ 1+ｎ ２+ｍ２ , Ｂ＝ 1 ｎ ２+ｍ２

Φ:形態係数，Ｌ:離隔距離(m)，Ｈ:炎の高さ(m)，Ｒ:燃焼半径(m)

(1) 燃焼半径の算出
円筒火炎モデルとして評価を実施するため，燃焼半径は防油堤面積を円筒の底面と仮定

して以下のとおり算出した。

Ｒ=
Ｓ

π

Ｒ：燃焼半径(m)，Ｓ：防油堤面積（＝燃焼面積）(m２)
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(3) 輻射強度の算出
火炎から任意の位置にある点（受熱点）の輻射強度は，輻射発散度に形態係数を

掛けた値になる。

Ｅ＝Ｒｆ・Φ

Ｅ：輻射強度(W／m２)，Ｒｆ：輻射発散度(W／m２)，Φ：形態係数

(4) 燃焼継続時間の算出
燃焼継続時間は，燃料量を燃焼面積と燃焼速度で割った値になる。

ｔ＝
Ｖ

πＲ
２

×ｖ

ｔ：燃焼継続時間(s)，Ｖ：燃料量(m３)Ｒ：燃焼半径(m)，ｖ：燃焼速度＝Ｍ／ρ(m／s)

Ｍ：質量低下速度(kg／m２／s)，ρ：燃料密度(kg／m３)
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参考：評価に用いたデータについて
1. 航空機の仕様について

※１：ボーイング社ホームページ資料「737 airplane Characteristics for Airport Planning(document D6-58325-6)」記載値
※２：ボーイング社ホームページ資料「747 airplane Characteristics for Airport Planning(document D6-58326-1)」記載値
※３：ボーイング社ホームページ資料「767 airplane Characteristics for Airport Planning (Document D6-58328)」記載値
※４：航空ジャーナル２月号増刊Ｆ-15イーグル（航空ジャーナル社 昭和55年2月5日発行）記載値
※５：※１記載の機体図面より，主翼・主翼と交差する胴体部面積が燃料タンク面積と同等と想定し，これらの面積を算出した値
※６：※２記載の機体図面より，主翼・主翼と交差する胴体部及び水平尾翼部面積が燃料タンク面積と同等と想定し，これらの面積を算出した値
※７：※３記載の機体図面より，記載の機体図面より，主翼・主翼と交差する胴体部及び補助燃料タンクが搭載される床下貨物室の面積が燃料タンク面積と同等と想定し，

これらの面積を算出した値
※８：※４記載の機体図面より，燃料タンクの配置及び大きさを想定し，これらの面積を算出した値

落下事故カテゴリ

計器飛行方式

民間航空機 

有視界飛行方式 

民間航空機 

自衛隊機 

又は米軍機 

飛行場での 

離着陸時 

大型機 

（大型固定翼機 

及び大型回転翼機） 

訓練空域外を

飛行中 

基地－訓練 

空域間往復時 

想定する航空機 B737-800 B747-400 KC-767 F-15 

燃料の種類 JET A-1 JET A-1 JP-4 JP-4 

燃料量[m３] 26.02※１ 216.84※２ 145.03※３ 14.87※４

燃料タンク 

投影面積[m２] 

110.0※５ 700.0※６ 405.2※７ 44.6※８
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(5) 燃料の物性値について
各カテゴリ航空機及び燃料に係るデータを示す。

※１：NUREG-1805 記載値
※２：ＪＩＳ-Ｋ-2209-1991記載の１号の値
※３：ボーイングジャパン ホームページ“737，747型機情報”
※４：ボーイング社ホームページ資料「737 airplane Characteristics for Airport Planning (document D6-58325-6, July 2007)」の機体図面より，主翼・主翼と交差

する胴体部面積が燃料タンク面積と同等と想定し，これらの面積を算出した値
※５：ボーイング社ホームページ資料「747 airplane Characteristics for Airport Planning (document D6-58326-1, December 2002)」の機体図面より，主翼・主翼と

交差する胴体部及び水平尾翼部面積が燃料タンク面積と同等と想定し，これらの面積を算出した値
※６：世界航空機年鑑2012-2013に記載の値及び燃料密度から算出した値
※７：ボーイング社ホームページ資料「767 airplane Characteristics for Airport Planning (Document D6-58328, September 2005)」
※８：航空ジャーナル２月号増刊Ｆ-15イーグル（航空ジャーナル社 昭和55年2月5日発行）
※９：※８記載の機体図面より，燃料タンクの配置及び大きさを想定し，これらの面積を算出した値

落下事故のカテゴリ
対象

航空機

燃料の

種類

燃料量

V

(m３)

燃料密度

ρ

(kg／m３)

質量低下速度

M

(kg／m２／s)

燃焼面積

S

(m２)

計器飛行方式

民間航空機
飛行場での離着陸時

B737

-800

JET 

A-1
26.02※３ 840※２ 0.039※１ 110.0※４

有視界飛行方式

民間航空機

大型機（大型固定翼機及

び大型回転翼機）

B747

-400

JET 

A-1
216.84※３ 840※２ 0.039※１ 700.0※５

自衛隊機

又は米軍機

訓練空域

外を飛行

中

空中給油機等，

高高度での巡

航が想定され

る大型固定翼

機

KC-767 JP-4 145.03※６ 760※１ 0.051※１ 405.2※７

基地－訓練空域間

往復時
F-15 JP-4 14.87※８ 760※１ 0.051※１ 44.6※９
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10. 航空機落下確立のカテゴリ別の火災影響評価について
(1) 有視界飛行方式民間航空機の火災影響評価について

対象となる落下確率評価（有視界飛行方式民間航空機）において考慮している航空機は，小
型固定翼機，小型回転翼機及び大型回転翼機である。次頁に小型固定翼機の諸元を示す。
評価条件としては，原子炉施設からの距離は72 (m) ，燃料積載量は小型固定翼機で3
(m３) 程度であることから，自衛隊機又は米軍機において，原子炉施設からの距離22 (m) ，

燃料積載量14.87 (m３) 程度で評価していることを踏まえると，有視界飛行方式民間航空機の
落下による火災影響評価は，自衛隊機又は米軍機の落下による火災影響評価に包絡される。
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有視界飛行方式民間航空機（小型固定翼機）の落下事故として考慮している航空機の緒元（1／4）
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有視界飛行方式民間航空機（小型固定翼機）の落下事故として考慮している航空機の緒元（2／4）
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有視界飛行方式民間航空機（小型固定翼機）の落下事故として考慮している航空機の緒元（3／4）
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有視界飛行方式民間航空機（小型固定翼機）の落下事故として考慮している航空機の緒元（4／4）
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自衛隊機又は米軍機の用途による分類について

自衛隊機又は米軍機の落下事故には，「⑤訓練空域外を飛行中」の落下事故と「⑥基地－訓

練空域間往復時」の落下事故がある。

⑤及び⑥について，自衛隊機が保有する機種を代表として，用途による飛行形態を踏まえて

カテゴリを分類し，燃料積載量が最大となる対象の航空機を整理した。

(1) 訓練空域外を飛行中の落下事故

自衛隊機の用途としては，「連絡偵察」，「哨戒」．「戦闘」，「偵察」，「輸送」，「空

中給油」，「早期警戒」等がある。

以下の機種については，原子力発電所付近で低高度での飛行を行うことはないため，「⑤－

1 空中給油機等，高高度での巡航が想定される大型固定翼機」として整理し，その他につい

ては，「⑤-2 その他の大型固定翼機及び回転翼機」として整理した。

・高高度での巡航が想定される「空中給油」及び「早期警戒」を用途とした機種

・目的地付近で低高度での飛行となるものの移動は高高度の巡航を行うものと想定される

「哨戒」及び「輸送」を用途とした機種（「哨戒」の目的地は海上，「輸送」の目的地は

基地又は空港）
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上記の分類を踏まえ，「⑤訓練空域外を飛行中」の落下事故で考慮するカテゴリとして，燃

料量が最大となる航空機を整理した。
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代表的な自衛隊機等における用途等
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(2) 基地－訓練空域間往復時の落下事故

百里基地に所属する自衛隊機のうち燃料量が最大の航空機を整理した。
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各施設付近の空港と施設との距離について

※１：施設と空港の緯度，経度より計測した。
※２：ＡＩＰを参照した。

発電所名称 空港名
施設と空港
の距離※１

最大離着陸
距離※２ 判定

東海第二
発電所

成田空港 約80km
約39km

（21.2nm）
×

茨城空港 約36km
約56km
(30nm)

○
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成田空港の最大離着陸地点までの距離



123

茨城空港の最大離着陸地点までの距離
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各施設周辺における航空路と各航空路の幅について

○：評価対象 ×：評価対象外
※１：施設と航空路の緯度及び経度より計測した。
※２：航空路R211については，「航空路の指定に関する告示」に記載の値とした。直行経路については，「航空路等設定基

準」を参照した。RNAV経路については，航法精度を航空路幅とみなして用いた。（1nm＝1.852kmとして換算した。）

周辺の航空路の名称
航空路の中心線と

発電所間の
最小距離※１

片側の
航空路幅※２ 判定

航空路 R211
（DAIGO（GOC）－SWAMP）

約11.36km 7km ×

直行経路
（IWAKI－SWAMP）

約0.68km
約7.41km
（4nm）

○

直行経路
（IWAKI（IXE）－KISARAZU

（KZE））
約4.13km

約7.41km
（4nm）

○

広域航法経路 Y30
（ＬＯＴＵＳ-SWAMP）

約1.18km
約9.26km
（5nm）

○

広域航法経路 Y108
（DAIGO（GOC）－CHOSHI

（CVC））
約11.44km

約9.26km
（5nm）

×
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エンルートチャート（東海第二発電所付近）
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外部火災影響評価で考慮する落下事故カテゴリの航空機落下確率評価結果


